
１開会

市 立 病院運営委員会次第

日時平成２３年１月２５

１４時～１６時

場所市役所３０２会議室

２市長あいさつ

４職員紹介７名。

委員長､副委員長選任ｆ祷毒賎‘山聴蟻是ド“･
諮問について(資料･５）

規約等について(資料１～４）

市立病院の２１年度決算について(資料･６）

市民病院の指定管理者制度移行後の状況について(資料７）

市立病院改革プランについて(資料８）
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国立がんセンター名誉総長
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公立病院改革プランの概要

市民病院の救急、小児、周産期及び緩和医療の実施状況について



資料１

横須賀市病院事業条例(抜粋）

（病院事業の設置）

第１条市民の健康保持に必要な医療を提供するため、本市に病院事業を設置する。
（経営）

第２条病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進する
ように運営されなければならない。

第２条第２項から第17条略

（市立病院運営委員会）

第18条市立病院の運営の重要事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自
治法第138条の4第３項の規定による附属機関として、横須賀市立病院運営委員会(以
下「委員会」という。）を設置する。

２委員会は、委員21人以内をもって組織する。また、必要に応じ、臨時委員若干人
を置くことができる。

（昭47条例２３．追加、平14条例１５・一部改正、平17条例３３．旧第９条繰下・旧第
１２条繰下、平19条例１．旧第16条繰下）

第19条以下略

、
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横須賀市立病院運営委員会規則

昭和47年４月１日

規則第17号

横須賀市立病院運営委員会規則を次のように定める。

（平14規則54．改称）

（総則）

第１条横須賀市立病院運営委員会(以下｢委員会｣という｡)の運営については､横須賀市病院事

業条例(昭和43年横須賀市条例第16号)に定めがあるもののほか､この規則の定めるところによ

る。

（平14規則５４．－部改正）

（委員）

第2条委員は､市民､医師会会員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し又は命ずる。

２委員の任期は､２年とする｡ただし､補欠委員の任期は､前任者の残任期間とする。

（平18規則73･一部改正）

（臨時委員），

第3条臨時委員は､当該諮問事項に関係のある者のうちから､市長が委嘱し又は命ずる･

２臨時委員の任期は､前項の事案の審議期間とする。

（委員長及び副委員長）

第4条委員会に委員長及び副委員長を置き､委員が互選する。

２委員長は､会務を総理し､会議の議長となる。

３委員長に事故あるときは､副委員長がその職務を代理する。

（会議）

第5条委員会の会議は､委員長が招集する。

２委員会は､委員の半数以上が出席しなければ､会議を開くことができない。

（委員以外の者の出席）

第6条委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。

（平18規則73．追加）

（その他の事項）

第7条この規則に定めるもののほか､委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て

委員長が定める。

（平１８規則73.旧第６条繰下）

附則

この規則は､公布の日から施行する。

附則(平成14年６月２５日規則第54号）

この規則は､平成14年７月１日から施行する。

吟
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附則(平成18年６月26日規則第73号）

この規則は、平成18年７月１日から施行する。

‘
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｢費羅司資料３

横須賀市立病院運営委員会の会議の傍聴に関する実施要領

（総則）

第１条この要領は、横須賀市立病院運営委員会（以下「委員会」という。）の会

議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

（傍聴人の定員）

第２条会議の傍聴者の定員は、原則として10人とし、椅子席のみとする。

２傍聴を希望する者が前項の定員を超えた場合は、抽選で傍聴者を決定する。

（傍聴章）

第３条抽選により選出された傍聴者は、傍聴章（別記様式）の交付を受け、これ

を常時見えるところに着用しなければならない。

２抽選によ り選出された傍聴者は、 傍 聴 を 終 え 退 場 す る と き は 、 前 項 の 傍 聴 章 を

返却するものとする。

（傍聴者の遵守事項）

第４条傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

（１）委員会委員の発言に対し、拍手その他の方法により賛否を表明しないこ

と。

（２）話をし、又は笑って騒ぎ立てないこと。

（３）鉢巻き、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。

（４）帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理

由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

（５）飲食又は喫煙をしないこと。

（６）写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしないこと。

（７）コンピュータは使用しないこと。

（８）むやみに席を離れないこと。

（９）前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨げになる

ような行為をしないこと。

（違反者に対する措置）

第５条傍聴者が前条の規定に違反したときは、委員長はこれを制止し、その命令

に 従わないときは、これを退場させ る こ と が で き る 。

附則

この要領は、平成18年７月１日から施行する。
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( 指定管理者地域医療振興協会）

①事業計画の協議
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からの意見の伝達
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横須賀市立病院運営委員会

委員長様

⑤園
函

横健地第４７号

平成２３年(２０１１年)１月２５日

横須賀市長吉田雄人

諮問書

本市は、総務省が平成１９年１２月に策定した公立病院改革ガイドライン
基づき、市立２病院の経営の効率化を図り健全性を保っていくための具体
的な施策を着実に推進しつつ、常に良質な医療を継続的に市民に提供す
るために、平成２０年度末に横須賀市立病院改革プラン（以下「改革プラ
ン｣という。）を策定した。

改革プランにおける基本的な考え方は、市立市民病院が平成２２年４月
から市立うわまち病院と同じ指定管理者による指定管理者制度を導入する
ことにより、市立２病院のそれぞれの特性を活用し相互に医療機能を補完し
合い、連携を進めていくこととしている。改革プランの策定から現在までの進
捗は、市立市民病院の指定管理者制度への移行まで進めてきている状況
である。

こうした中で、今後の改革プランの点検・評価及び市立市民病院の運営
について、幅広い意見を反映する必要があると考えているため、以下の事項
について検討されるよう諮問する。

記

①平成２０年度末に総務省に提出した改革プランの点検･'評価
②市立市民病院について、指定管理者制度移行後間もないことから、救

急医療、小児医療、周産期医療及び緩和医療など、期待されている役
割について意見を求める。
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１平成21年度病院事業決算概要

1）決算報告書 １

2）損益計算書 ２

3）収益･費用･利益の推移 ３

4）繰越利益･欠損金の推移 ３

5）内部留保資金残高の推移 ４

２市民病院決算概要

1）総括事項 ５

2）業務実績 ６

3）経営成績(損益計算書） ７

4）収益の前年度比較 ８

5）費用の前年度比較 ９

6）収益･費用･利益の推移 １０

7）繰越欠損金の推移 1０

8）一般会計繰入金の推移 1１

9）資本的収支 1２

１０）貸借対照表前年度比較 1３

１１）現債高及び元利償還額の推移 1４

１２）一日平均患者数の推移 1５

１３）一人一日平均診療単価の推移 1５

１４）病床利用率の推移 1６

１５）救急患者数の推移 1６

Ｌ

目 次

３うわまち病院決算概要

1）総括事項

2）業務実績

3）経営成績(損益計算書）

4）収益の前年度比較

5）費用の前年度比較

6）収益･費用･利益の推移

7）繰越利益の推移

8）一般会計繰入金の推移

9）資本的収支

1ｏ）貸借対照表前年度比較

１１）現債高及び元利償還額の推移

１２）一日平均患者数の推移

１３）一人一日平均診療単価の推移

１４）病床利用率の推移

１５）救急患者数の推移

(注)数値の表示上端数調整を行っている部分で､内訳と合計値が

一致しない場合があります。

Ｐ

1７

1８

1９

2０

2１

2２

2２

2３

2４

2５

2６

2７

2７

2８

2８
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１平成21年度病院事業決算概要 １病院事業全休

○市民病院の医業費用中の退職給与金129,488千円及

び特別損失中の退職給与金2,314,593千円の財源に充
てるため､退職手当債2,188,800千円を借り入れた。

１） 決算報告書（税込み）税

日

(単位:千円）

(単位:千円）
収益的収支

○資本的収入額1,863,062千円が資本的支出額

2,210,030千円に不足する額346,968千円は､過年度
分損益勘定留保資金344,541千円、当年度分消費税
及び地方消費税資本的収支調整額2,427千円で補てん
した。

Ｌ

目

Ａ

『
ｌ■

■

ロ

目

１
－
１

資本的収支

収益的収入

市民病院

うわまち病院

収益的支出

市民病院

うわまち病院

収益的収支(A)-(B）

市民病院

うわまち病院

予算額

1０，２８３，８１１

９，６０７，９１１

6７５，９００

1１，７５３，３０４

11,077,404

6７５，９００

△1,4690493

△1,469,493

０

決算額

ローーョ町

1０，３６５，６０７

9,703,981

6６１，６２６

11,102,239

1０．５３５．５２２

5６６，７１７

△７３６，６３２

△８３１，５４１

9４，９０９

増 減 額 誰
一

８１，７９６

9６，０７０

△１４，２７４

△６５１，０６５

△５４１．８８２

△１０９，１８３

732,861

637,952

9４，９０９

が執行率

１００．８％

1０１．０１

9７．９１

９４．５１

9５．１１

８３．８％

％

ｆ
０
一

予算額 決算額 増減額

資本的収入

市民病院

うわまち病院

資本的支出

市民病院

うわまち病院

資本的収支(D)一(E）

市民病院

うわまち病院

1,908,862 1,863,062 △４５，８００

1,653,962

254,900

2,255,087

1,884,087

371,000

△346,225

△２３０‘1２５

△１１６，１００

1,649,062

214,000

2,210,030

1,876,451

3３３，５７９

△346,968

△227,389

△１１９，５７９

△4,900

△４０，９００

△45,057

△7,636

△３７，４２１

△７４３

2‘7３６

△３，４７９

９９．７％

84.0％

９８．０％

９９．６％

89.9（/０

執行率

976％



2）損益計算書（税抜き）
９

経営成績

医業収益

医業費用

医業外収益

医業外費用

医業損失

経常損失

特別利益

特別損失

当年度純損失

前年度繰越欠損金

当年度未処理欠損金

病院事業全体

6,844,623

8,321,081

1,476,458

1,022,491

284548

738,515

2,474,271

2,476,455

740.699

4,973,912

5,714,611

市民病院

6,574,039

7,860,039

1,286,000

644,316

191.485

833.169

2,464,037

2,464,618

833,750

5.320,762

6,154512

(単位:千円）

うわまち病院

270,584

461,042

190.458

378,175

93,063

△94,654

10,234

11,837

△93,051

△346,850

△439,901

病院事業全体

○うわまち病院で93,051千円の黒字であったが､市民病院が833,750千円の赤字となったため､病院事業会計全体では740,699
千円の赤字となり､当年度未処理欠損金は5,714,611千円となった。

､0

２
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画

推移Ｔｌｌｑ
３病院事業全休

4）繰越利益･欠損金の推移益 の叉 の

(単,位:百万円）※うわまち病院は20年度から利用料金制を導入している。
(単位:百万円）

△4,000

累積欠損金一繰越利益剰余金
一繰越欠損金

収益｡盤用 ＝事業収益

一事業費用

純利益･純損失

5００1９，０００
一一純利益･純損失

1,000
3０

(０1７，０００

△5,715

2３３
０

△1２４

,‘幅帝'且’
△１８４

鯉_|Ｉ 年度△５４９

△５００1５，０００

型

・

’

一

罰

趨

“

噸

，

，

●

‐

繍

職

蝋

’

●

．

△7４１

川’ △1,000
△６９７

!■ﾛ'

△１．０００1３，０００ 4１１ △2,000１△８

|‐
△3,000△１，５００11,00Ｃ

△4,974

q

△3,584

△4,425

△3,584

△６９７

△２，０００９．００ｍ

△4,425
△5,000■

△4.974

Ｕ
5,715

1４１５ 帝ｕ
△１８４

△２，５００7．０００ ロ

△△6,000

△３．０００５００【０

△2,887

1５

年度

△7,000
1６１７１８１９２０２１1４

■

４）繰越利益･欠損金の推移
■

〆
■
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病院事業全体

5）内部留保資金残高の推移

(単位:百万円）(単位:百万円）

■

５）内部留保資金残高の推移

、

2.500

制010

△1.500

2,000

－

1,000

△５００

1４１５１６１７１８

『０

年度

△1,000 宮
一一合計

病院

14年度

15年度

16年度

17年度

18年度

19年度

20年度

21年度

市民病院

1,488

1，５８０

1，６７７

1,400

6９５

△２１３

△５４３

△1,303

うわまち病院

４７９

7３２

5９９

6５１

9２０

1,206

1,572

1,898

合計

1,967

2，３１２

2,276

2,051

1，６１５

9９３

1,029

5９５
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;')総括事項
弓

平成2-1年度の総括事項

○平成22年４月からの指定管理者は､公益社団法人地域医療振興協会に決定

○指定管理者制度移行に向けた準備事業に着手

○新型インフルエンザ対策として､５月に新型インフルエンザ対策本部を設置

○発熱外来の設置､感染症病床及び外来診察室での診察､新型インフルエンザワクチン接種に

万全を期した。

○９月に､がん治療の一環として個室の緩和ケア病床(2床)を設置

○平成22年３月３１日に､直営病院としての市民病院に幕を下ろす。

○職制の廃止に伴う退職給与金の財源とするため､退職手当債21億8,880万円を借り入れた。

退職手当債８年償還(2年据え置き利率0.91975％）

ｐⅡ

市民病院 ５



2）業務実績

区分

入院延患者数（人）

外来延患者数（人）

入院一日平均患者数（人）

外来一日平均患者数（人）

一般 病 床 利 用 率

（対許可病床）

一般 病 床 利 用 率

（対稼働病床）

(％）

(％）

入院外 来 患 者 比 率 （ ％ ）

入院一人一日

平均診療単価(税抜）

外来一人一日

平均診療単価（税抜）

(円）

(円）

一日平均救急患者数（人）

年度末職員数（人）

平成15年度

1４０，９６４

2９０，０６０

3８５．０

1，０７０．３

7６．１

8０．８

205.8

3７，４３１

6，８３９

４１．６

4７９

平成16年度 平成１７年度

1３４，１４４ 1３８，９３１

2７６，６１７ 277,480

3６７．３ 3８０．６

1,024.5 1，０２３．９

7２．６ 7５．２

8０．６ 8６．７

2０６．２ 1９９．７

3７，０９８ 3７，３９０

７，１２０ 7，３５１

3７．６ 3６．４

4６８ 4６５

『

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

１３３，９６５ 119,484 1１３，０６７ 8６，１４３

2５７，８４７ 249,411 2４１，０１７ ２１０，８８５

3６７．０ 326.5 309.8 2３６．０

9４８．０ 9２３．７ 9６７．９ 8７１．４

7５．９ 6８．６ ６５．１ ４９．６

8４．３ 7６．６ 8２．２ 6２．３

1９２．５ 208.7 ２１３．２ 244.8

3８，０７４ 3９，９６４ ４１，７２０ 4４，１７９

7,455 7,634 8,338 ９，２５３

3６．７ 3１．１ 3０．２ 2６．２

4６１ 462 4４６ 414

※稼働病床数平成15年度443床平成16年度439床平成１７年度439床平成18年度431床平成19年度431床平成20年度377床平成21年度379床

※入院一日平均患者数は感染症病棟の患者数を含む
※職負数は常勤職員のみ

市民病院 ６

対前年度増減

△26,924

△30,132

△73.8

△96.5

△15.5

△1９．９

３１．６

2,459

9１５

△４．０

△3２



経3）経営成績(損益計算書）

■

３）経営成績(損益計算書）

20年度

収 益 8,185,903

1．医業収益 7,494,733

(1)入院収益 4，７１７，１４９

(2)外来収益 2，００９，５７１

(3)他会計負担金 446,632

(4)その他医業収益 3２１，３８１

2 ．医 業外 収益 6９１，１７０

(1)受取利息 １３３

(2)補助金 1９，３５２

(3)他会計補助金 1３２，２９３

(4)他会計負担金 437,595

(5)その他医業外収益 １０１，７９７

(6)雑収益 ０

3．特別利益 ０

(1)過年度損益修正益 ０

(2)その他特別利益 ０

当年度純損失 6４７，２１３

(単位千円）

21年度 増減

9,682,392 1，４９６，４８９

6,574,039 △９２０，６９４

3，８０５，７１９ △９１１，４３０

1，９５１，２６９ △５８，３０２

499,822 5３，１９０

3１７，２２９ △４，１５２

644,316 △４６，８５４

4５ △８８

1６，９８１ △２，３７１

１６０，０００ 2７，７０７

379,178 △５８，４１７

8８，１１２ △１３，６８５

０ ０

2,464,037 2,464,037

２，３４５，９３６ 2，３４５，９３６

1１８，１０１ 1１８，１０１

833,750 186,537

費 用

1．医業費用

(1)給与費

(2)材料費

( 3 )経費

(4 ) 減価償却費

(5 ) 資産減耗費

(6 ) 研究研修費

2．医業外費用

(1)
支払利息、及び

企業債取扱諸費

(2)雑損失

3．特別損失

(1)過年度損益修正損

(2)その他特別損失

20年度

8，８３３，１１６

8,609,575

5,024,918

1,556,538

1,450,098

519,931

3７，５１７

2０，５７３

2１８，１２５

49,348

168,777

5，４１６

5，４１６

０

1Ｆ

市民病院 ７

(単位千円）

21年度 増減

1０，５１６，１４２ 1,683,026

7,860,039 △749,536

4,541,924 △482,994

1，２７７，２５７ △279,281

1,489,844 ３９，７４６

511,594 △８，３３７

１８，１１８ △1９，３９９

2１，３０２ 7２９

1９１，４８５ △26,640

44,498 △４，８５０

1４６，９８７ △21,790

2，４６４，６１８ 2,448,146

1６，４７２ 1１，０５６

2,448,146 2，４４８，１４６
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市民病院

4）収益の対前年度比較

△251,237千円

192,935千円

増減21年度20年度

241,017人

967.9人

8,338円

△３０，１３２人

△９６．５人

９１５円

比 較 8.185.903千円二9.682.392千円 1.496.489千膳の 対 前

※入 院収 益 △９１１．４３０千|爵4.717‘１４９千円＝3,805,719千円

22.480千|晋

＊実患者数の減少による減収

＊在院日数の短縮による減収

＊'診療単価のアップによる増収

患者数の減少

年間延患者数

１日平均患者数

実患者数の減少

在院日数の短縮

１人１日平均単価の増

※外来収益

千円

千円

千円

△６２５，９７９

△４９７，２７７

２１１，８２６

△26,924人

△７３．８人

△1,007人

△１．９日

2,459円

△58,302千円

１１３，０６７人

309.8人

7,572人

１４．９日

41,720円

2.009.571千円

８６，１４３人

236.0人

6,565人

１３．０日

４４，１７９円

1.951.269千円

円
円
円
円
円

千
千
千
千
千

1.016.520千円＝1,039,000千円

442,663千円＝

＊患者数の減少による減収

＊診療単価のアップによる増収

患者数の減少

年間延患者数の減少

１日平均患者数の減少

１人１日平均単価の増

※一般会計繰入金

△20,296千|静422.367千円※その他の増減

210,885人

871.4人

9.253円

一
一
一

86,453

2,345,936

３１，６４８

f謹泰〈‘f･ﾐk・〈グー*給食部門職員の人事異動に伴う退職給与引当金の取り崩し＊退職手当債発行に伴う退職給与引当金の解消益

＊貯蔵品(医薬品､診療材料)の売却収益

千円

千円

千円

救急医療への負担金の増

高度医療への負担金の減

特殊医療への負担金の増

企業債利息等への負担金の減

基礎年金拠出金等への補助金の増

５３，１９０

△45,805

１０，０３８

△３，０９８

８，１５５

＊
＊
＊
“
＊
＊

※ 特 別 利 益 2.464.037千|鴎０千円＝2,464.037千円



39,746千円

1.556.538千円＝1,277.257千円

９市民病院

5）費用の対前年度比較

ﾛﾛ

増 減21年度20年度

※その他の 増減

1.683.026千|圏

20.573千円＝

8.833.116千円＝１０．５１６．１４２千|晋善用の対前年l琴比
’ 一

＊医業未収金の不能欠損処分の増

＊指定管理者制度移行に伴う退職給与金

＊貯蔵品(医薬品等)売却原価

＊指定管理者制度移行準備交付金

＊長期継続契約の中途解約に伴う賠償金

△482.994千円5,024,918千円＝４w541,924千円※給与費

21.302千円

4.15月

２４４人

０人

△67,523千円

△75,632千円

△128,442千円

△176,444千円

△34,953千円

＊期末勤勉手当削減による減

＊看護職員数の減

＊給食業務委託による調理員の減

＊退職給与引当金の解消に伴う引当額の減
＊その他の増減

４．５月

254人

１９人

二
｜
二

△279,281千円

※特別損失

※材料費

７２９千|器

△62,643千円

△216,638千円

＊給食業務の委託化による給食材料費の減

＊その他の減(患者数の減少等）

△8,337千円

△１９，３９９千円

1,450,098千円＝1,489,844千円※経費

＊減価償却費の減

＊資産減耗費の減(H20は森崎公舎除却関係費用があった）

１１４，６１２千円

△136,824千円

△31,249千円

93,207千円

＊給食業務の委託化に伴う増

＊患者数の減少等に伴う委託料､賃借料の減

＊原油価格の減に伴う電気料金等の減(H20比）
＊その他の増減

△２７，７３６千円※減価償却費･資産減耗費 529,712千円557,448千円＝

１１，０５６

２，３１４，５９３

３２，８１７

９５，０００

５，７３６

218,125千円＝

円
円
円
円
円

千
千
千
千
千

△26.640千膳191.485千階※医業外費用

2.459202千円

△２０，１３３千円

△6,507千円

＊医療訴訟等関係費用の減

＊その他の増減

5.416千円＝2,464,618千円

○職員数（年度末人数）

20年度２１年度増減

医師５１４９△２

看護師

助産師
254２４４△１０

医療技術７５７３△２

事務職員２６２９３

その他４０１９△２１

計 ４ ４ ６ ４ １ ４ △ ３ ２

(指定管理者移行準備として事務職員を増員）
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16)収益"費用｡利益の推移

収益･費斥

１２，０００

1１，０００

1０，０００

9．０００

8．０００

7‘ＯＯＯ

6‘OＯＯ

5，０００

一事業収益

一事業費用

一一純利益･純損失

△７９

△１６０、
△２４６

△４８９

1４１５１６ 1７ 1８

△６４７

△9:と△834

１

八'９２９

1９ 2０

(単位:百万円）

純利益･純損失

E10u0

０

△５００

■

△１，０００

△１，５００

△２，０００

△２，５００

△３，０００

２１年度

市民病院

7）繰越欠損金の推移越

【０

△1,000

△2.000

△3.000

△４，０００

△５，０００

△６，００Ｃ

△７．０００

(単位:百万円）

［二二二コ繰越欠損金

1４１５１６１７１８１９２０２１年度

ｰ’|■

■△１６△８９
△３３５

△８２３

△3.753

△４．６７３

△５．３２１

△６，１５５

1０
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8）－－一般会計繰入金の推移：
11市民病院

入

(単位:千円）

砿1８
５３０

〆

口出資金

口医業外負担金

口医業外補助金

口医業負担金

百万円

１，８００

口医業負担金

1，６００

1,400 ﾗ０４

3５７

3８７
３６４３９７

1,200
1０

－６弓ｒ験

1，０００

※18.19年度は、出資金の繰入を受けていない。

※一般会計が負担すべき経費

医業負担金：救急医療の確保に要する経費

医業外負担金：高度医療で採算をとることが困難な経費

特殊医療で採算をとることが困難な経費

建設改良に伴う企業債利息の2/3または1／２

※一般会計から補助することができる経費

医業外補助金：共済組合追加費用､研究研修費､児童手当に要する経費､基礎年金拠出金

院内保育所の運営に要する経費

※一般会計から出資すべき経費

出資金：企業債元金償還金の2/3または1／2､建設改良費の1／２

ﾗ８１ ３７陽５８焔

375

ﾗ３幅
81ｍ

１５１６１７１８１９２０２１年度

声
０

菰0ｍ
11,剛

師 13297 lMiWii
1１５１

I4lIl
4００

;0０
469 ４６５ #3４ 4４７

410図OIO

科目

医業負担金

医業外補助金

医業外負担金

小 計

出 資金

小計

合計

平成15年度

468,637

9７，０００

581,363

1,147,000

504,451

504,451

1,651,451

平成16年度

4６５，３２５

87,000

5８２，６７５

1,135,000

３５６，７００

356,700

1,491,700

平成17年度

375,342

1４６，０００

5２９，６５５

1,050,997

3８７，０００

3８７，０００

1,437,997

平成18年度

410,170

1５１，０００

534,830

1,096,000

０

０

1,096,000

平成19年度

434,349

133,023

528,318

1,095,690

０

1,095,690

平成20年度

446,632

1３２，２９３

437,595

1,016,520

397,000

3９７，０００

1,413,520

平成21年度

499,822

160,000

379,178

１，０３９，０００

364,462

364,462

1,403,462

対前年度

増減

5３，１９０

2７，７０７

△５８，４１７

2２，４８０

△32,538

△３２，５３８

△１０，０５８



○
○

1２市民病院

9）資本的収支(市民病院の建設や改良に関する収支）

(単位:千円）

収入全体額１６億4,906万2千円

(単位:千円）

不足額２億2,738万9千円は内部留保資金で補てんした

支出全体額１８億７．６４５万１千円

科 目

建設改良饗

給与費

建物改修費

有形固定資産賊入礎

企業債償還金

資本的支出計

決 算 額

1,319,471

9，５０７

4５，１６５

1,264,799

5５６，９８０

1，８７６，４５１

財 源

企業債

1,284,600

０

4５，１００

1,239,500

０

1,284,600

補助金

０

０

０

０

０

０

出資金

11,683

０

3２

1１，６５１

352,779

364,462

内部留,保資金

23,188

9,507

3３

13,648

204,201

227,389

内容

建設改良に係る職員給与費

受変電設備改修

駐車場用地(718,200千円）

医療情報システム(432,075千円)ほか

科目

企業償

出資金

資本的収入計

決算額

1,284,600

3６４，４６２

1,649,062



(単位:千円）

1３

(単位:千円）

市民病院

10）貸借対照表前年度比較対

ﾛ

■

１０）貸借対照表前年度比較

10

○その他流動負債は､うわまち病院会計

からの会計内資金運用である。

、

雨
０

蕪～這皇
盗産

1．固定資産

2．流勤資産

（１）有形固定資産

イ．土地

ﾛ．述物

ハ．牌築物

二.器具及び備品

(2)無形固定資産

ｲ．随話加入権

（１）現金

( 2 ) 預 金

(3)未収金

(4)保帯有価証券

(5)貯蔵品

(6)前払饗用

(7)その他流助資産

20年度

９，８５１，７００

8,445,633

8,441,952

784,631

6,670,860

220,066

766,395

３，６８１

３，６８１

1,406,067

703

121,789

1,242,088

２，０００

3７，５５８

１，８７７

5２

21年度

10,569,669

9,207,468

９，２０３，７８７

1，５０２，８３１

6,430,332

２０２，２７２

1,068,352

３，６８１

3，６８１

1，３６２，２０１

454

344,796

1,014,843

２，０００

９

9９

増減

７１７，９６９

761,835

7６１，８３５

７１８，２００

△240,528

△1７，７９４

３０１，９５７

△43,866

△249

２２３，００７

△227,245

△３７，５５８

△1,868

4７

茸壱一ﾐ皇
負債・資本

3．固定負債

4．流動 負債

負債合計

5．資本金

6．剰余金

資本合計

(1)企業債

(2)引当金

（１）未払金

(2)未払費用

(3)前受金

(4)預り金

(5)預り保証有価証券

(6)その他流動負債

(1)自己資本金

(2)借入資本金

ｲ.企業債

(1)資本剰余金

ｲ.受贈財産評価額

ﾛ．補助金

ﾊ.寄附金

二.その他資本剰余金

(2)欠損金

ｲ．
当年度

末処理欠損金

20年度

9，８５１，７００

2,444,972

０

2j444,972

1,949,557

370,272

124,940

1００

52,245

2,000

1,400,000

4,394,529

10,314,923

6，９２７，２１６

3,387,707

3，３８７，７０７

△4,857,752

､４６３，００９

3１，６５８

4１０，２３１

1,000

2０，１２０

5,320,761

5，３２０，７６１

5，４５７３１７１

21年度

1０，５６９，６６９

2，１８８，８００

2,188,800

０

2，６６５，４８１

7５７，８９７

1６０，８８９

０

1４４，６９５

2，０００

１，６００，０００

4，８５４，２８１

1１，４０７，００４

7，２９１，６７８

4，１１５，３２６

4，１１５，３２６

△5,691,616

462,896

3１，６５８

4１０，１１８

1,000

2０，１２０

6,154,512

6,154,512

5，７１５，３８８

増減

717,969

△２５６，１７２

2，１８８，８００

△2,444,972

715,924

387,625

35,949

△1００

9２，４５０

０

2００，０００

459,752

1,092,081

364,462

727,619

7２７，６１９

△８３３，８６４

△１１３

０

△１１３

０

０

833,751

8３３，７５１

258,217



背熊

1４

5,000144224狸14β5８

市民病院

(単‘位:百万円）(単位:百万円）

○平成19年度高利率の企業債の借り換えを実施。

○平成21年度起債の主なもの

駐車場用地取得718,200千円､医療情報システム更新等医療機器487,300千円､退職手当債2,188,800千円

4,000

1２．

＝ 企業債

現債高

一③－元利償
還額

現債高

７，０００

元利償還額

2.;61.0

3,000

6,304
2,500

5,778
6,000

2,000

Ⅱ

1４１５１６１７１８１９２０２１

6６（L-L聖!］

1,500ロ
４

』

二

口

』

｛

画

．

-ｰ’０

２２年度

(予算）

1,000

蟹Lh§ｌｊＬ

1,000

2,000
』②毛少一

７

~ii;fnll7'N500

年度

1４

1５

1６

1７

・１８

1９

2０

2１

2２

予算

企業債

現債高

4,422

4，６３１

4，３５８

4，１１９

4，１８４

3，８２７

3，３８８

6,304

5，７７８

増減率

(％）

△５．８

4.7

△５．９

△５．５

1.6

△８．５

△１１．５

8６．１

△８．３

起債額

1００

6６４

1５８

2６０

5９４

2，０７０

1７０

3，４７３

9０

償還額

元金

453

4５５

4３１

4９９

５２９

2，４２７

6０９

５５７

6１６

利息

2７６

２５５

２３８

２２２

1９８

1８３

4８

4４

9９

計

7２９

710

6６９

7２１

7２７

2，６１０

6５７

6０１

7１５

１

１１）現債高及び元利金償還額の推移
一、~凸■ー▽一一勺一宇Ｐご画Ｐ



一日平均患者数の推移

■

(単位:人）

Ｉ

入院患者数 外来患者数

４５０ 1,400

４１８．９
一吟入院１日患者数

1,300

4００

１
1．２００

3５０

1，１００

1．０００

3００

､４
9０，１

2剛０

8，０

2００ 7００

1４１５１６１７１８１９２０２１年度

■

市民病院

推13）一人一己平均診療単価の推移

(単位:円）

入院診療単価 外来診療単価

46.000 11,000

一一入院診療単価
44.179

44,000 10,000

42.000 9.000

Ef81

40,000 8,000

38,000 7,000

6，

36.000 6,000

35.563

34,000 5.000

1４１５１６１７１８１９２０ ２１年度

1５



9０

Ｉ

1６

8６．７

■

,１５）救急患者数の推移
函．‐。．‐

8５．０

市民病院画

’１４） 病床利用率の推移率 推

(単位:人）(単位:％）

4０

3６．４３６．７

一日平均救急患者数病床利用率

6０

;810

1００

ｑ
ｌ●
●

ｒ
、
卜

３１．１

一一対稼動病床

一回一対許可病床

４５．３5０

3０

4９．６

1０

4１．６

3０．２

3７．６

1４１５１６１７１８１９２０ ２１年度

園

'4)病床利用率の推移｜
■』_ﾆー ｰー ｰー ‐-‐

ロ4０

2６２

1４ １５ １６ １７ １８１９２０２１年度

7０

2０

2粥

斑０

5個
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１

１）総括事項1）総括事項

平成21年度の総括事項平成２１年度の総括事項

○４月に､形成外科及び心臓血管外科を標傍

○５月に､神経内科を標梼し､２７診療科体制となる。

○１０月２８日に､地域医療支援病院の承認を受ける｡（市内で3番目）

○地域医療支援病院の承認を受けたことに伴い､２月に初診時療養費を市民病院と同金額に改正する。

（1,580円→2,630円）

○うわまち病院の管理運営は､公益社団法人地域医療振興協会が実施

■

うわまち病院 1７



画
、

■

※稼働病床数平成１６年度233床平成17年度268床平成18.19年度364床(一般264床･回復期50床･療養50床）平成20.21年度362床(一般262床･回復期50床･療養50床）
※職員数はうわまち病院の指定管理業務を行う事務職員数である。

■

1８うわまち病院

2）業務実績

八１３－７

■.

区 分

入院延患者数

外来延患者数（人）

入院一日
平 均 患 者 数

外 来 一 日 平 均 患 者 数 （ 人 ）

一般病床利用率

（対許可病床）

一般病床利用率

（対稼働病床）

療 養 病 床 利 用 率

（対許可・稼働病床）
(％）

入 院 外 来 患 者 比 率 （ ％ ）

入院一人一日

平均診療単価(税抜）

外来一人一日

平均診療単価（税抜）
(円）

一日平均救急患者数（人）

年度末職員数（人）

－般病棟

回復期病棟

療謎病棟

全病棟計

一般病棟

回復期病棟

療誕病棟

全病棟計

一般病棟

回復期病棟

一般病床全体

一般病棟

回復期病棟

一般病床全体

一般病棟

回復期病棟

療養病棟

全病棟計

(人）

(人）

(％）

(％）

(円）

平成15年度

7２，０６４

7２，０６４

142,935

1９６．９

1９６．９

484.5

５９．０

5９．０

8３．１

８３．１

1９８．３

3６，３０６

3６，３０６

5,767

1５．８

４

平成16年度

7６，３２１

７６，３２１

１５５，８８１

209.1

2０９．１

5３０．２

6２．６

6２．６

8９．７

8９．７

2０４．２

41,200

4１

６

2６．３

,２００

,２２５

平成17年度

8５，３００

8５，３００

1５９，１２２

233.7

2３３．７

5４１．２

7０．０

7０．０

8９．１

8９．１

1８６．５

4３，７２７

4３，７２７

7,308

3５．７

５

平成18年度

8５，３９０

1１．７０２

9，１０９

1０６，２０１

1５６，８０７

2３３．９

42.7

3３．２

2９１．０

5３３．４

8３．１

8５．４

8３．４

8８．３

8５．４

8７．９

6６．５

147.7

4５，０８７

2６，０６６

１６，６９２

4０，５５５

8,282

43.5

４

平成19年度

８２，０１８

16,804

1６，１８５

1１５，００７

1３５，００５

224.1

4５．９

4４．２

314.2

４５９．２

8４９

9１．８

8６．０

8４．９

9１．８

8６．０

8８．４

1１７．４

４７，７７７

２６，３１６

1６，２２２

4０，２００

9，０５８

4０．７

４

平成20年度

8０，１０７

1７，１６９

1６，３９７

1１３，６７３

1２９，７８２

２１９．５

4７．０

4４．９

３１１．４

442.9

８１．７

9４．１

８３．７

８３．８

9４．１

８５．４

8９．８

１１４．２

５４jＯ９３

2７，４３４

1６，５２７

4４，６４８

９，８５７

３８．３

４

平成21年度

78』７０２

1６，５００

15,996

1１１，１９８

1３１，４９７

215.6

45.3

4３．８

３０４

4４８．８

6８．０

9０．４

７１．１

8２．３

9０．４

8３．６

8７．６

118.3

6３，１７３

2９，０６０

1７，２９６

5１，３２４

1０，４６２

39.1

３

､７

対前年度増減

△1,405

△669

△401

△２，４７５

1，

△３

△

△1．

△６．７

△1６．３

△３．７

△1２．６

△１．５

△3.7

△1.8

△2.2

4.1

9,080

1,626

769

6,676

6０５

０．８

△１

９

’７

.’



3）経営成績(損益計算書）

(単位:千円）

20年度 21年度 増減

収 益 7５０，３０７ ６５８，９９４ △９１，３１３

1．医業収益 2７４，７３０ 2７０，５８４ △４，１４６

(1)他会計負担金 2４９，５２９ 2４４，０００ △５，５２９

(2)その他医業収益 2０１ 2６，５８４ 1，３８３

2．医業外収益 4５７，５９３ 3７８，１７５ △７９，４１８

(1 ) 受 取 利 息 1，２８５ 1，５２８ 2４３

(2)補助金 9５，０４４ 1４，８６８ △８０，１７６

(3)他会計補助金 7，０００ 7，０００ ０

(4)他会計負担金 1３３，２５２ 1５２，０００ 1８，７４８

(5)その他医業外収益 2２１，０１２ 2０２，７７９ △１８，２３３

(6)雑収益 ０ ０ ０

3．特別利益 1７，９８４ 1０，２３４ △７，７５０

(1)過年度損益修正益 1７，９８４ 1０，２３４ △７，７５０

○入院､外来等の診療収益は､平成20年度から利用料金制を導入している

ため､指定管理者の収入となっております。

費
一

用 蝉

業 費用

(1)給与費

1．医

（１）給

(2)経

テ
フ

（：

(3)減

(4)資

( 2 )経費

うち指定管理料

（文蒋料相当分）

(3)減価償却鋤

(4)資産減耗饗

2．医業外費用

(１）
支払利息及び

企業償取扱諸賀

(2)雑損失

3．特別損失

(1)過年度損益修正損

当年度純利益

20年度

6５１，６２５

4８０，４３９

3８，１２７

9１，４３６

2５，２０１

3５０，６９４

1８２

1２２，０８４

8４，５２０

3７，５６４

4９，１０２

4９，１０２

9８，６８２

うわまち病院 1９

(単位:千円）

21年度 増減

565,942 △８５，６８３

461,042 △１９，３９７

2４，２００ △１３，９２７

7７，２１１ △１４，２２５

26,584 １，３８３

3５５，８６１ 5，１６７

3,770 3，５８８

93,063 △2９，０２１

8６，９１７ 2，３９７

6，１４６ △３１，４１８

11,837 △37,265

1１，８３７ △3７，２６５

9３，０５１ △５，６３１



△１８．２３３千|器

ﾄa』

202.779千|器

円
I 2０うわまち病院

221,012千階

増減21年度20年度

＝今

△９１．３１３千|器

■』

658.994千|召750,307千|鶏
“Ｗ＝

比較 ＝今叉益の詞

1,383千円26.584千|器25,201千円※その他医業収益 ＝＞

403.000千|器

＊文書料収入の増

△８０，１７６千円14.868千|鰐95,044千円※補助金の減 ＝う

＝今

△67,603千円

△１２，５７３千円

＊医療施設運営費等国庫補助金の減

＊臨床研修費等補助金

円
円
円
円

千
千
千
千

※一 般 会 計 繰 入 金

※その他医業外収益

1.285千隅 ＝ 1.529千|器

３，２２４

△22,000

５４３

千円

千円

千円

＊指定管理者負担金の増

＊医療訴訟に係る保険金収入の減

＊その他の増減

13,219千円

244千階

389.781千|圏

△１５０３５７

△2,590

１０，１９７

※その他

＊過年度分管理交付金･指定管理料精算額の減

＊過年度分診療報酬の増額更正の減
＊退職給与引当金の解消益

10.234千|器

△５，５２９

△４，８０１

23,835

△２８６

＊救急医療への負担金の減

＊高度医療への負担金の減

＊特殊医療への負担金の増
＊企業債利息等への負担金の減

△7.750千|爵１７．９８４千階※特別利益 ＝ウ

千円

千円

千円

４）収益の対前年度比較



5）費用の対前年度比較

20年度 21年度

のヌ寸前垂 比 651.625千円＝５６５９４２千|皆

※給与費

＊指定管理業務に係る事務職員の減(4名一3名）

※経費

38‘１２７千円＝

91.436千円＝

＊臨床研修費等補助金の減に伴う指定管理者への交付額の減

＊その他の増減

※減価償却費 350,694千円＝

＊外来棟2階の改修工事による償却資産の増加による増(H20工事）

＊医療器械等償却資産の減少による減

※資産減耗費 １８２千円＝

＊国立病院からの引き継いた資産の除却(電動ベッド他)による増

※支払利息

＊企業債利息の増

※雑損失

＊消費税及び地方消費税雑損失の減

＊医療訴訟に係る損害賠償金の減

※特別損失

＊不納欠損処分による減

＊H20に計上した退職給与引当金の減(過年度分）

＊過年度入院･外来収益の修正の減

84‘520千円＝

37,564千円＝

49,102千円＝

24,200千円

77,211千円

355,861千円

3,770千円

86,917千円

6,146千円

11,837千円

うわまち病院

増減

△８５．６８３千|圏

△１３，９２７千|農

△１３，９２７千|麗

△１４．２２５千|器

△１２，５７３千円

△1,652千円

5,167千円

8,979千円

△3,812千円

3,588千円

2,397千|圏

△31,418千|器

△9,418千円

△22,000千円

△37,265千円

△８，６３０

△１０，６８８

△１７，９４７

千円

千円

千円

2１
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7）繰越利益の推移
■

5,000

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

2２うわまち病院

6）収益画費用･利益の推移

(単位:百万円）(単位:百万円）

ＩＩ

利益

1５０

収益･費用一事業収益 ■■■■｜繰越利益剰余金

、

一事業費用

一一純利益･純損失

7,000
510ｍ

副０１０

1５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１年度

9９９３
4４０

１０３ 1００6,000 ノブ蜂－－勺7９

r
に４

可

4００4２

3４７

3,000
△２４

1,000

1５１６１７１８１９２０２１年度

／

ロロ

△２００
ロ

1６９

4.000

■、盲

1３ 2４８

1４０

△５０

ロ

200

△１００

1５１

1２６

△１５０

2,000

1００



1３９

山

f聖

2３うわまち病院

椎8）一般会計繰入金の推移

(単位:百万円）(単位:千円）

※一般会計が負担すべき経費

医業負担金：救急医療の確保に要する経費

医業外負担金：高度医療で採算をとることが困難な経費

特殊医療で採算をとることが困難な経費

建設改良に伴う企業債利息の2/3または1／２

※一般会計から補助することができる経費

医業外補助金：共済組合追加費用､研究研修費､児童手当に要する経費､基礎年金拠出金

※一般会計が出資すべき経費

出資金：企業債元金償還金の2/3または1／2､建設改良費の1／２

5IＵ

1９

口出資金

ロ医業外負担金

国医業外補助金

口医業負担金

８１ｍ

ロ医業外負担金

国医業外補助金

口医業負担金

賦010

1５８

１４６
1５４唾’

4００

1３４

4３ １５２
１３K

118

1５１６１７１８１９２０２１年度

【０

1１６６

1００

81010

1７３
i９３

１１ｍ
1３６

~１１信需
蕊 一

句
一1２１

2００ コニ

二宮
二二

ZI6I61 244
230 蕊M２賂盟

科目

医業負担金

医菜外iIli助金

医業外負担金

小 計

出没金

小 計

合計

平成15年度

２３０，４７６

28,000

49,524

308,000

1８，０００

1８，０００

3２６，０００

平成16年度

1６６，０００

７，０００

121,000

2９４，０００

1９，０００

1９，０００

３１３，０００

平成１７年度

1９３，０００

7,000

1１０，０００

３１０，０００

４２，６００

４２，６００

352,600

平成18年度

1７３，０００

7,000

1３６，０００

3１６，０００

１３３，５００

1３３，５００

449’5００

平成19年度

２３２，１４７

7,000

1３９，１６２

3７８，３０９

1５４，０００

1５４，０００

5３２，３０９

平成20年度

249,529

7，０００

1３３，２５２

3８９，７８１

1４６，０００

1４６，０００

535,781

平成21年度

244,000

7,000

1５２，０００

4０３，０００

1５８，０００

1５８，０００

5６１，０００

対前年

度増減

△5,529

０

１８，７４８

13,219

1２，０００

12,000

2５，２１９



○
○

1日
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■

2４うわまち病院
9）資本的収支(うわまち病院の建設や改良に関する収支）改本

不足額

収入全体額２億1,400万円

”

支出全体額３億３．３５７万９千円

(単位:千円）

1億１，９５７万9千円は内部留保資金で補てんした

(単位:千円）

科目

企業償

出資金

補助金

資本的収入計，

決算額

33,000

1５８，０００

2３，０００

2１４，０００

科 目

建設改良費

有形固定資産購入費

企業債償還金

｜資本的支出計

決算額

63,798

63,798

２６９，７８１

3３３，５７９

財 源

企業債

3３，０００

3３，０００

０

33,000

補助金

2３，０００

2３，０００

０

2３，０００

出資金

2，０００

2，０００

1５６，０００

1５８，０００

内部留保資金

5,798

5，７９８

1１３，７８１

1１９，５７９

内容

医療機械の購入



11

■

10）貸借対照表前年度比較 １

携産

１．固定資産

(1)有形固定資産

イ．土地

ﾛ．建 物

ﾊ.拙築物

二 ． 車 両 運 搬 具

ホ.器具及び怖品

2．流動資産

(1)預金

( 2)未収金

(3)前払費用

(4)その他流動資産

20年度

1０，００７，８４４

8,290,778

8，２９０，７７８

2，３９０，９４５

4，８７１，００４

2８６，００１

5４

7４２，７７４

1，７１７，０６６

266,443

5０，６１１

１２

1，４００，０００

21年度

9,960,564

7,991,906

7，９９１，９０６

2,390,945

4，６８３，１５４

2７２，６８７

5４

6４５，０６６

1,968,658

3２４，５０７

4４，１３９

１２

1，６００，０００

○その他流動資産は､市民病院会計

への会計内資金運用である。

(単位:千円）

増減

△47,280

△298,872

△298,872

０

△１８７，８５０

△1３，３１４

０

△9７，７０８

2５１，５９２

5８，０６４

△6,472

０

200,000

意請～a三豊
負俄・盗本

』

3．固定負債

Ｉ(1)引当金

４．
庁

流動

(1)未払金

(2)未払費用

(3)預り金

負債合 計

5．資本金

(1)自己資本金

(2)借入資本金

ｲ．企業償

6．剰余金

（１）礎 本 剰 余 金

ｲ.受贈財産評価額

ﾛ．補助金

ハ.その他資本剰余金

(2)利 益 剰 余 金

イ．
当年度末処分
利恭剰余令

資本合計

凶

うわまち病院 2５

(単位:千円〕

20年度 21年度 増減

1０，００７，８４４ 9,960,564 △47,280

1０，１９７ ０ △1０，１９７

1０，１９７ ０ △1０，１９７

1４５，０２４ 7０，６７１ △7４，３５３

1２６，０８６ 5９，２７２ △6６，８１４

４，５４８ 11,297 ６，７４９

1４，３９０ 1０２ △14,288

1５５，２２１ 7０，６７１ △8４，５５０

6，１６６，２０３ 6，０８７，４２１ △7８，７８２

５１４，６００ 6７２，６００ 1５８，０００

5，６５１，６０３ 5，４１４，８２１ △236,782

5，６５１，６０３ 5，４１４，８２１ △236,782

3,686,420 3,802,472 1１６，０５２

3,339,570 3,362,570 2３，０００

2，９３７，３９９ 2,937,399 ０

3２０，０００ 3４３，０００ 2３，０００

8２，１７１ 8２，１７１ ０

3４６，８５０ 439,902 9３，０５２

3４６，８５０ 439,902 9３，０５２

9,852,623 9,889,893 3７，２７０
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11）現債高及び元利金償還額の推移

4,000

(単位:百万円）
(単位:百万円）

｜'')現債高及び元利金償還額の推移！ー

3.000

元利償還額現債高

5００7.000

主な起債理由

○平成14,15年度国立横須賀病院の移譲による外来棟ほか改修事業によるもの。

○平成16～18年度南館(療養病棟等)建設事業によるもの。

一企業債
現債高

１１

6,000

５『3995m５７１５'型5,4155,277
＝

《106-紗籍~誌』4,462
ｰ

一一

元利償 4００

ー

還 額5,000
3５７

０６

'ー
副OIO

、■
1Ｍ

要
／

2，５８４ 脳OIO

2，１３７

／2.000

野1，０３１ 1００

０

1４１５１６１７１８１９２０２１２２

予算

1,000

luJ91／8７ 一Ｌｅ＝ ０

年度

うわまち病院 ２６

年度

1４

1５

1６

1７

1８

1９

２０

２１

2２

予算

企業,債

現債高

1,031

2,137

2,584

4,462

5,399

5,571

5,652

5，４１５

５，２７７

増減率

(％）

1，８４５．３

1０７．３

2０．９

7２．７

2１．０

3.2

1.5

△４．２

△２．５

起債額

978

1,106

4７７

1,944

1，０５６

3９７

3２３

3３

1４１

償 還 額

元金
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１２）一日平均患者数の推移
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市民病院の指定管理者制度移行後の状況について

－１１日平均患者数

※非常勤職員、臨時職員を除く

２職員数

資料７

MSv､Ｉ

３亀．

３指定管理者制度移行後の主な出来事

（１）内科系二次救急輪番制に復帰(４月）

（２）心大血管リハビリテーション、脳血管リハビリテーションの施設基準（１）を

取得（４月）

（３）ＮＩＣＵ(新生児集中治療室）の施設基準を取得（６月）

（４）かながわ子育て応援団の施設認定を受ける(６月）清篭職ﾐｯ待遇蕊．
（５）腎臓内科でうわまち病院との連携を開始（７月）

（６）運動器リハビリテーションの施設基準（１）を取得（７月）

（７）消化器病センターを開設（８月）

（８）分娩取扱の休止（１１月から）

（９）２３年３月からの院内助産開始を発表(11月）ｆｌｌ夷点芝糊羽＜
Ｉ瞳総和雛､計。
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はじめに

全国の公立病院を取り巻く環境は、国の医療費抑制政策による診療報酬の４期連続の

マイナス改定や医師偏在による地方都市を中心とした医師不足、地方交付税の大幅な減額等

による自治体本体の財政事情の悪化等により大変厳しい状況にある。

特に医師不足については、新医師臨床研修制度の臨床研修必修化に伴い､研修医が流動化

する中、特に公立病院では、大学医局による医師引き上げ、勤務医の開業による常勤医の

減少など､一層深刻な状態にあり､今後も早期解決の糸口は見つからないものと推察される。

このような状況の中、総務省は、平成１９年１２月２４日「公立病院改革ガイドライン」を

発表し、自治体病院に対し、抜本的な改革を促すため、本年度中に公立病院改革プランを

策定するよう求めた。

このガイドラインは、公立病院が今後も地域において良質で必要とされる医療を安定的

かつ継続的に提供していくために「経営の効率化｣、「再編・ネットワーク化」及び「経営

形態の見直し｣.の三つの視点からの改革を求めている。

横須賀市は、この公立病院改革ガイドラインに基づいて、市立２病院の経営の効率化を

図り、健全性を保っていくための具体的な施策を着実に推進し、常に良質な医療を継続的に

提供していくことで、地域住民が安心で安全に暮らしていける環境を整備していく。

この横須賀市立病院改革プランは、これらの取組みを着実に実行に移していくための基本

的な考え方を示したものである。

平成21年３月１３日

横須賀市長蒲谷亮

(平成21年５月１日プランー部変更）
ａ
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１公立病院改革プランの策定にあたって

横須賀市には、指定管理者が運営する市立うわまち病院と、地方公営企業法の一部適用で運営

する市立市民病院の２病院がある。

うわまち病院は医療機能を拡大するとともに、受診患者数も増加し、良好な経営収支を維持

している。

一方、市民病院については、平成13年度から７年連続で赤字決算が続き、平成19年度末での

未処理欠損金は約４７億円に及ぶとともに、約２億円の不良債務を生じるなど大変に厳しい経営

状況にある。

そこで、市立２病院の改革プランの策定にあたっては、今年度、実施した第三者機関による

医療環境調査の結果等をもとに策定作業を行なった。

２ｌ医療環境の概況

（１）二次医療圏における医療環境の概況

ア人口動態

人口の推移をみると、鎌倉市、逗子市及び葉山町が微増、横須賀市及び三浦市は減少

傾向にあり、1995年（平成７年）と2007年（平成19年）を比較すると、地区全体では

7,900人余の減少となっており、すでに人口減少は始まっている。

・また、その他の特徴としては、2007年（平成19年）１月１日現在の地区内の年齢３区

分の人口割合は､年少人口（0～14歳)が12.4％､生産年齢人口（15～64歳)が64.0％、

老年人口（６５歳以上）が23.5％で、県全体の数値と比べると、年少人口の比率が１．０

ポイント下回り、老年人口の比率は5.7ポイント上回っているなど、いわゆる少子高齢

化の傾向がみられる。

イ死亡率・主要疾病動向

平成１８年（2006年）の死亡者数は6,719人で、人口千人対の死亡率は9.1となり、

神奈川県全体の率を上回り、増加傾向にあるほか、老年人口比率が高く、今後も死亡率

は高く推移するものと考えられる。

当該地区の死因別死亡順位は、第１位「悪性新生物（がん)｣、第２位「心疾患｣、

第３位「脳血管疾患」で、人口１０万人当たりの死亡率は、いずれも県全体の平均値を

大きく上回っている。

ウ医療提供状況

（ア）二次医療圏の基準病床数

神奈川県の保健医療計画では、横須賀三浦二次医療圏の病床は、現在、5,446床と

基準病床数の4,545床と比べて大幅に過剰となっている。

１



また、横須賀市内の入院患者数は、毎年減少傾向にある。

(イ）医療需要予測

（２）

ア

①患者流出入の状況

平成17年（2005年）に実施された厚生労働省の患者調査をもとに二次医療圏内

外の入院患者の流出入状況を推計すると、患者住所地が二次医療圏内の入院患者

総数は、約6,000人である。

このうち、二次医療圏内の医療機関に入院している患者が約3,800人、二次医療

圏外に入院している患者が約2,200人と推計できる。

つまり３７％の患者が二次医療圏外の医療機関に入院している。

これに対して、他の二次医療圏からの流入患者割合は19.6％で約900人にとどま

り、流出過多の状況にある。

②将来推計患者数

入院患者の予測を中心に整理すると、二次医療圏においては､高齢化による患者

数の増加が当該医療圏の全体人口の減少を上回り、患者数は今後１０年間で１割

程度増加する。

入院患者の予測は、平成２２年（2010年）を基準にして、流出入を考慮しない

場合は、7,113人であるがｖ流出入や、今後の平均在院日数の短縮、医療費適正化

施策の効果等を総合的に踏まえて、将来的な患者数を予測すると、平成22年(2010

年）に4,263人v平成27年(2015年）は4,566人､平成32年(2020年）には4,784

人と今後10年間で約500人増加することが予想される。

二次医療圏における４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）対策の状況

がん

がんは、昭和５３年から神奈川県の死因の第１位であり、がんによる死亡者は総死亡

者数の約３分の１を占めているｂ

二次医療圏におけるがん診療拠点病院には、横須賀共済病院が認定され､緩和ケアに

ついては、衣笠病院（20床）で対応している。

本市におけるがん診療は、東部地区においては、横須賀共済病院が中心的な病院を

果たしているが、西地区では、市民病院以外にがん診療に対応できる医療機関がない。

脳卒中イ脳卒中

脳卒中については、事前の救護体制の強化から治療、リハビリ及び在宅医療までの

幅広い範囲で、地域の医療機関、かかりつけ診療所、在宅療養支援診療所等の連携体制

が必要となる。

二次医療圏内で急性期に対応可能な医療機関としては、市民病院、うわまち病院など

２



が存在するが、脳卒中集中治療室（ＳＣＵ）の正式な施設基準を満たしている病院は

なく、今後、機動的に急性期に十分対応できる体制を整備する必要がある。

ウ急性心筋梗塞

急'性心筋梗塞については、横須賀共済病院、葉山ハートセンター、うわまち病院など

急性心筋梗塞診療に対応できる医療機関が充足している。

エ糖尿病

糖尿病については、インスリン療法又は糖尿病患者教育、在宅自己注射指導管理など

に対応可能な医療機関は、市内で７施設（病院５施設、診療所２施設）あり、ほぼ充足

している。

今後は、病院の役割と地域の各診療所との役割を明確にしていく必要がある。

（３）二次医療圏における５事業（救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期

医療及び小児医療）の動向

ア救急医療

一次救急医療は、横須賀市では市救急医療センター、逗子市及び葉山町では逗葉地域

医療センター、三浦市では三浦市立病院・医師会、また鎌倉市では医師会運営による

休日夜間急患診療所がその役割を担っている。

一方､二次救急医療は､二次医療圏内で19箇所の病院が救急告示病院の指定を受け、

それぞれの病院が個別に救急対応しているほか、輪番制で救急対応にあたっている。

さらに三次救急医療は、横須賀共済病院が救命救急センターの指定を受けており、

２４時間体制で高度な救急医療を提供している。

イ災害時における医療

二次医療圏内では市民病院と横須賀共済病院が災害医療拠点病院の指定を受けて

いるが､被災地における緊急治療やトリアージの実施等を行う神奈川ＤＭＡＴ指定病院

はない。

ウへき地医療

二次医療圏においては該当しない。

工周産期医療

．分娩に対応できる圏内の医療機関は減少傾向にあり、分娩場所の確保が大きな課題と

なっている。

医療圏内で周産期救急医療システムに参加している病院は、基幹病院として横須賀

共済病院、中核病院として市民病院、協力病院として、うわまち病院の３病院である。

オ小児医療（小児救急を含む）

医療圏内で小児科を標傍する医療機関は、平成19年３月現在で１２病院、128診療所

目



である。

二次救急医療は、二次救急医療に挙げた輪番病院のうち、小児科を標桟する医療機関

が対応している。

’また市民病院では平日２４時間体制、うわまち病院では３６５日２４時間体制で小児科

医が院内で待機し、小児救急医療体制を整えている。

三次救急医療は、救命救急センターの指定を受けている横須賀共済病院のほか、

全県的には県立こども医療センターが対応している。

３改革プランの基本方針

（１）改革プランに対する基本的な考え方

公立病院改革ガイドラインが示している経営の効率化、再編ネットワーク、経営形態

の見直しの３つの視点については､市立病院が､安定的かつ自律的な経営を行いながら、

良質な医療を継続して市民に提供できる体制を構築する上で必要不可欠な視点であり、

改革プランの基本方針となるものである。

平成13年度から赤字経営が続く市立市民病院は、財政の健全化を目指し、平成22年

４月から指定管理者制度を導入し、市立うわまち病院と同一の経営形態(同一の指定管

理者が運営する)に移行することとなり、今後は、２病院が持つ特性を活用し相互に医

療機能を補完し合い、連携を行うことにより、市立市民病院の喫緊の課題である医師の

確保等の体制強化を図り、財政運営の基盤づくりを推進していく。

合わせて､|医療スタッフの交流、２病院それぞれが提供する医療の機能分化を検討し

ていく。

‘また、二次保健医療圏内の病院や一般診療所、さらには近隣自治体の消防本部との

連携を十分図るとともに、医療連携ネットワークの構築を進め、医療機能の連携と役割

分担を推進していくものとする。。

（２）一般会計における病院事業への経費負担と算定基準

地方公共団体が経営する地方公営企業は、常に公共性と企業としての経済'性を発揮

しつつ、受益者負担を原則とする独立採算を維持しながら、その本来の目的である公共の

福祉の増進を図るように運営されることを基本原則としているが､以下の経費については、

地方公共団体の一般会計等において負担することになっている。

〈地方公営企業法第１７条の２第１項〉

○その'性質上、経営に伴う収入をもって当てることが適当でない経費

（行政経費、看護師養成経費、救急医療確保経費、災害拠点病院経費等）

○病院事業の性質上、能率的な経営を行っても、なおその経営に伴う収入をもって

４



充てることが、客観的に困難であると認められる経費

（不採算医療経費：高度・特殊医療経費、建設改良経費）

一般会計から病院事業への経費負担については、総務省自治財務局長通知の繰出基準

をもとにした本市の繰出基準により、市立病院に求められる役割を果たす上で、必要と

認められる経費のうち、効率的な病院運営による収入及び繰出基準による繰出金を充当

する。

今後、公立病院を経営していく上では、一次的に繰出金に依存することなく、一層の

経営改善を図ることで繰出金の削減に努めていくべきであるが、特に市民病院において

は、早急な経営改善が困難であると予測されており、平成２２年４月から指定管理者制

度の導入により抜本的な改革を断行し、能率的な運営を行ってもなお収支が均衡しない

場合には、経営安定化のため政策的な補てんを検討していく。

５



６

‘

一般会計負担の考え方（市民病院）

区分 項目 趣旨

■
０
十

基 準 本市の考え方
平成21年度当初

予算額(百万円）

収
益
勘
定
繰
入

医
業
収
益

医
業
外
収
益

負
担
金

負
担
金

救 急 医 療 の

確保に要する

経費

保健衛生行

政 事務 に要

する経費

高 度医 療に

要する経費

救急医療の確保に

要する経費につい

て、一般会計が負

担するための経費

集団検診､医療相
談等保健衛生に関

する行政として行

われる事務に要す

る経費について、

一般会計が負担す

るための経費

高度な医療で採算

をとることが困難で

あっても、公立病

院として行わざるを

えないものの実施

に要する経費につ

いて、一般会計が

負担するための経

費

ア救急病院における医

師等の待機及び空床の

確保等救急医療の確保

に必要な経費に相当す

る額

イ災害拠点病院が災害

時における救急医療の

ために行う施設の整備

に要する経費に相当す

る額

ウ災害拠点病院が災害

時における救急医療の

ために行う診療用具､診

療材料及び薬品等の備

蓄に要する経費に相当

する額

集団検診､医療相談等に

要する経費のうち､これに

伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められる

ものIこ相当する額

高度な医療の実施に要す

る経費のうち､これに伴う

収入をもって充てることが

できないと認められるもの

に相当する額

ア基準に同じ

イ基準に同じ

ウ基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

477.0

204.5



７

区分 項目 趣旨 基 準 本市の考え方
平成21年度当初

予算額(百万円）

収
益
勘
定
繰
入

医
業
外
収
益

医
業
外
収
益

負
担
金

補
助
金

特殊医療に

要する経費

周産 期医 療

に要する経費

病院の建設

改良に要する

経費(利息）

病 院事 業会

計に係る共済

追加費用の

負担に要する

経費

医 師及 び看

護師等の研

究研修に要

する経費

地方公営企

業職員に係る

児童手当に

要する経餐

特殊な医療で採算

をとることが困難で

あると認められるも

のに要する経費

周産期医療の実施

に要する経費につ

いて一般会計が負

担するための経費

病院の建設改良費

について一般会計

が負担するための

経費

病院事業会計に係

る共済追加費用の

負担に要する経費

の一部について繰

り出すための経餐

医師及び看護師等

の研究研修に要す

る経費の一部につ

いて繰り出すため

の経費

地方公営企業職員

に係る児童手当法

に規定する児童手

当に要する経費に

ついて一般会計が

負担するための経

費

採算をとることが困難であ

るが、地方公共団体の経

営する病院として行なわざ

るを得ない特殊な医療に

かかる運営費

周産期医療の実施に要す

る経費のうち､これに伴う

収入をもって充てることが

できないと認められるもの

に相当する額

病院事業債に係る元利償

還金のうち､その経営に伴

う収入をもって充てることが

できないと認められるもの

に相当する額(利息分）

[元利償還金の1／2を基

準とする(平成１４年度ま

でに着手した事業につい・

ては2／3を基準とする)］

当該年度の４月１日現在

の職員数が地方公務員等

共済組合法の長期給付等

に関する施行法の施行の

日における職員数に比し

て著しく増加している病院

事業会計に係る共済追加

費用の負担額の一部

医師及び看護師等の研究

研修に要する経饗の2分

の１

ア０歳以上3歳未満の児

童を対象とする給付に

要する額(特例給付を

除く｡）の10分の３

イ３歳以上小学校第６

学年終了までの児童を

対象とする特例給付に

要する額

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

181.2

26.4

50.8

11.3

3.7



８

区分 項目 趣 旨 基準 本市の考え方
平成21年度当初

予算額(百万円）

収
益
勘
定
繰
入

医
業
外
収
益

補
助
金

院 内 保 育 所

の運営に要

する経費

地 方 公 営 企

業職員に係る

基 礎 年 金 拠

出金に係る公

的 負 担 に 要

する経費

病院内保育所の運

営に要する経費に

ついて一般会計が

負担するための経

費

地方公営企業の経

営健全化に資する

ため、地方公営企

業職員に係る基礎

年金拠出金に係る

公的負担に要する

経費の全部又は一

部について繰り出

すための経費

病院内保育所の運営に要

する経費のうち､その経営

に伴う収入をもって充てる

ことができないと認められ

るものに相当する額

経常収支の不足額を生じ

ている病院事業の職員に

係る基礎年金拠出金に係

る公的負担額(前々年度

における経常収支の不足

額を限度とする｡）

基準に同じ

基準に同じ

28.0

67.1

資
本
勘
定
繰
入

出
資
金

病院の建設

改良に要する

経費(元金）

病院の建設

改良に要する

経費(建設改

良費）

病院の建設改良費

について一般会計

が負担するための

経費

病院の建設改良費

について一般会計

が負担するための

経費

病院事業債に係る元利償

還金のうち､その経営に伴

う収入をもって充てることが

できないと認められるもの

に相当する額(元金分）

[元利償還金の1／2を基

準とする(平成１４年度ま

でに着手した事業につい

ては2／3を基準とする)］

病院の建設改良費のうち、

その経営に伴う収入をもっ

て充てることができないと

認められるものに相当する

額[建設改良費の1／2を

基準とする］

基準に同じ

基準に同じ

352.0

5.0



９

一般会計負担の考え方（うわまち病院）

区分 項目 趣旨 基準 本市の考え方
平成21年度当初

予算額(百万円）

収
益
勘
定
繰
入

医
業
収
益

医
業
外
収
益

負
担
金

負
担
金

救急医療の

確保に要する

経費

保健衛生行

政事務に要

する経費

高度医療に

要する経費

特殊医療に

要する経費

救急医療の確保に

要する経費につい

て､一般会計が負

担するための経費

集団検診､医療相

談等保健衛生に関

する行政として行

われる事務に要す

る経費について、
●

一

般会計が負担す

るための経費

高度な医療で採算

をとることが困難で

あっても、公立病

院として行わざるを

えないものの実施

に要する経費につ

いて、一般会計が

負担するための経

費

特殊な医療で採算

をとることが困難で

あると認められるも

のに要する経費

ア救急病院における医

師等の待機及び空床の

確保等救急医療の確保

に必要な経費に相当す

る額

イ災害拠点病院が災害

時における救急医療の

ために行う施設の整備

に要する経費に相当す

る額

ウ災害拠点病院が災害

時における救急医療の

ために行う診療用具､診

療材料及び薬品等の備

蓄に要する経費に相当

する額

集団検診､医療相談等に

要する経費のうち､これに

伴う収入をもって充てるこ

とができないと認められる

ものIこ相当する額

高度な医療の実施に要す

る経費のうち､これに伴う

収入をもって充てることが

できないと認められるもの

に相当する額

採算をとることが困難であ

るが、地方公共団体の経

営する病院として行なわざ

るを得ない特殊な医療に

かかる運営費

ア基準に同じ

イ基準に同じ

ウ基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

244.0

19.4

83.9



1０

区分 項目 趣旨 基準 本市の考え方
平成21年度当初

予算額(百方円）

収
益
勘
定
繰
入

医
業
外
収
益

医
業
外
収
益

負
担
金

補
助
金

周産期医療

に要する経費

病院の建設

改良に要する

経費(利息）

病院事業会

計に係る共済

追加費用の

負担に要する

経費

医師及び看

護師等の研

究 研修 に要

する経費

地方公営企

業職員に係る

児童手当に

要する経費

周産期医療の実

施に要する経費

について、一般

会計が負担する

ための経費

病院の建設改良

費について一般

会計が負担する

ための経費

病院事業会計に

係る共済追加費

用の負担に要す

る経費の一部に

ついて繰り出す

ための経饗

医師及び看護

師等の研究研修

に要する経餐の

一部について繰

り出すための経

費

地方公営企業

職員に係る児童

手当法に規定す

る児童手当に要

する経費につい

て一般会計が負

担するための経

費

周産期医療の実施に要する

経費のうち､これに伴う収入

をもって充てることができない

と認められるものに相当する

額

病院事業債に係る元利償還

金のうち､その経営に伴う収

入をもって充てることができな

いと認められるものに相当す

る額(利息分)[元利償還金

の1／2を基準とする(平成１４

年度までに着手した事業に

ついては２／３を基準とす

る)］

当該年度の４月１日現在の職

員数が地方公務員等共済組

合法の長期給付等に関する

施行法の施行の日における

職員数に比して著しく増加し

ている病院事業会計に係る

共済追加費用の負担額の一

部

医師及び看護師等の研究研

修に要する経費の2分の１

ア０歳以上3歳未満の児童

を対象とする給付に要する

額(特例給付を除く｡）の１

0分の３

イ３歳以上小学校第６学

年終了までの児童を対象

とする特例給付に要する

額

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

基準に同じ

48.7

0.4

6.6

、

一



（３）改革プランの計画期間、改定及び進捗管理

改革プランの計画期間は平成21年度を初年度とする５カ年計画（平成21～25年度）と

する。

また改革プランの準備又は一部先行して着手できる経営改善の取組みは、平成２０年度

から実施していく。

改革プランの改定及び進捗管理については、毎年度、定期的に市立病院運営委員会で

行い、適宜、市議会へ報告するものとする。

１１

区分

資
本
勘
定
繰
入
．

出
資
金

項目

病 院 の 建 設

改良に要する

経費(元金）

病院の建設

改良に要する

経費(建設改

良費）

趣旨

病院の建設改良

費について一般

会計が負担する

ための経費

病院の建設改良

費について一般

会計が負担する

ための経費

基準

病院事業債に係る元利償還

金のうち､その経営に伴う収

入をもって充てることができな

いと認められるものに相当す

る額(元金分)［元利償還金

の1／2を基準とする(平成１４

年度までに着手した事業に

ついては２／３を基準とす

る)］

病院の建設改良費のうち､そ

の経営に伴う収入をもって充

てることができないと認められ

るものに相当する額[建設改

良饗の1／2を基準とする］

本市の考え方

基準に同じ

基準に同じ

平成21年度当初

予算額(百万円）

156.0

２．０



４経営効率化の考え方

（１）目標値の設定について

ア目標値の設定についての考え方

一般会計からの所定の繰出が行われれば「収支均衡」が保たれる状態（すなわち

経常収支比率100％を維持すること）を想定して、これに対応した水準で各指標の

目標数値を定める。

イ具体的な数値目標

別紙資料「公立病院改革プランの概要（市民病院・うわまち病院)」中に定める以

下の項目を数値目標とする。

（ア）財務に係る数値目標

①経常収支比率

②職員給与比率

③病床利用率

④一般会計からの繰入額

（イ）公立病院としての医療機能に係る数値目標

① 入院単価

②外来 単 価

③平均入院患者数

④平均外来患者数

（２）各年度における収益的収支計画、資本的収支計画

別紙資料「収支計画（別紙１)」のとおりとする。

【前提】

・平成18年度～平成25年度

・平成18年度、平成19年度及び20年度は決算値、２１年度以降は予測値（予算値）

５再編・ネットワーク化に係る計画

（１）再編に際しての留意事項

医師不足が深刻な状況の中、各医療機関が、地域の住民が必要とする医療サービスを

提供していくためには、医療機関の機能分化による連携体制を構築し、これまで行なって

きた自己完結型医療から地域完結型医療への転換を図っていく必要がある。

市立２病院のうち特に市民病院については、地域医療支援病院として、二次医療、救急

医療等の医療機能を維持し、近隣の医療機関との連携体制をより強化していくことで、

基幹病院として信頼される病院を目指していく６
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（２）二次医療圏内における再編・ネットワーク化の推進

二次医療圏内における医療提供体制の方向性及び再編・ネットワーク化については、

神奈川県の保健医療計画の動向を踏まえ、二次医療圏における関係機関と調整していく。

今後は、限られた医療資源を有効に活用するためにも、地域の医療機関相互の連携を

図ることで、各々の医療機関が担うべき役割を果たしていくことが求められている。

横須賀市としては、市民病院とうわまち病院の市立２病院の連携・ネットワーク体制に

ついても、それぞれの地域性や医療ニーズを考慮して相互に協力できる体制を整備して

いく。．

また将来的には、市民病院とうわまち病院の医療スタッフの交流や機能の補完について、

検討し、実施していく。

６経営形態の見直し

（１）経営形態の現況と見直しの基本的な考え方

今後､医療圏全体の人口が減少していく中､高齢化の進行による患者数も微増であり、

病床規模､診療科体制及び経営形態など、市民病院の現行の体制では、良好な病院経営

は、極めて困難である。

しかしながら市民病院も本市の西地区を中心とする三浦半島において､一定の役割を

果たしており、引き続き、当該地区において良質な医療を持続的に提供していくため、

経営の効率化、再編ネットワーク化とともに経営形態の見直しを図る必要があるとの

判断に至った。

（２）検討結果

一ア市民病院

市民病院の経営形態については、庁内関係部との連絡調整を図りながら、選択肢と

して考えられる①地方公営企業法の全部適用､②一般地方独立行政法人(非公務員型)、

③指定管理者及び④民間譲渡について、メリット、デメリットを比較検討してきた。

平成２０年９月、１０月には、市議会の医療環境問題特別委員会及び市立病院運営

委員会から指定管理者制度による公設民営の経営形態に移行すべきとの提言を受ける

ことになった。

その後も関係部局と綿密な検討を重ね、熟慮した結果、民間的な手法による経営

改善が図られること、市民に対する行政の責任を果たせること、より一層地域の医療

機関との連携が図られることなどを理由に平成２２年度の移行を目指して、公設民営

による方式のうち、指定管理者制度の導入を決定した。
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経営形態別メリット・デメリット比較表

1４

イうわまち病院

うわまち病院については、前述のとおり社団法人地域医療振興協会による指定管理に

よって、良好な経営状況が保たれているため、８年間の指定管理期間が満了する時期

までは、指定管理者制度を維持していく。

地方公営企業法

全部適用

一般地方独立

行政法人
指定管理者制度． 民 間譲 渡

制度の概要

地方公営企業法に

定める財務・組織。

職員の身分取扱の全

てを適用し、事業管

理者による運営を可

能とする制度

地方公共団体が設立

した法人格を有する

組織が公共サービス

を提供する制度

公の施設を民間事業

者等が管理する制度

民間医療法人等に

医療施設等を有償

譲渡する方法

人
事
面

職員身分

給与体系

経営形態の変更

に伴う退職手当

の支給

定数管理

地方公務員

原則として同一又は

類似の地方公共団体

の職員等の給与等を

考慮して決定する

手当措置なし

対象

非公務員

法人の業務実績及び

社会情勢を考慮して

決定される

新法人へ通算

対象外

非公務員

指定管理者の規程に

より独自の給与体系

の制定が可能

一括支給

退職手当債が認めら

れる可能性有

対象外

非公務員

民間事業者独自の

規程により民間型

給与体系の制定が

可能

一括支給

退職手当債が認めら

れる可能性有

対象外

財
政
面

交付税基準財政

需要額への算入

繰出金制度

される

適用対象

される

適用外

政策医療等に対して

補助金等で財政支援

を行うことは可能

される

適用対象

されない

適用外

政策医療等に対して

補助金等で財政支援

を行うことは可能
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地方公営企業法

全部適用

一般地方独立

行政法人
指定管理者制度 民間譲渡

財
政
面

企業債の起債

企業債の償還

病院財産の移転

可能

病院会計が償還

なし

不可能

市が起債して法人に

貸付け

一般会計が借り換え

て償還又は法人に

引き継ぐ

なし

法人に出資

可能

病院会計が償還

なし

不可能

独自に銀行等から

資金調達

譲渡時の資産売却益

等で清算、又は一般

会計で借り換えて

償還

売却等により、譲渡

先医療法人等へ移転

経営基盤 行政組織の補助機関

で経営基盤は強固で

ある

市からの財政支援の

範囲内で独立した

経 営を行う必要が

ある

指定管理料あるいは

利用料金制の枠内で

市から独立した経営

を行う必要がある

民間事業者独自で

市から独立した経営

を行う必要がある

人材確保 人事課との調整が

必要で職員の増員、

選考、採用まで時間

を要する他、多様な

採 用 形 態 の 導 入 が

困難で、医師確保に

ついても従来どおり

採用時期､採用方法を

独自に設定でき、短期

間に実施可能である

医師確保については

従来どおり

指定管理者が独自に

採用時期､方法を設定

でき､多様な人材確保

や採用形態の導入が

可能な他､医師確保も

独自ルートによる

確保が可能

民間事業者が独自に

採用時期、方法を

設定でき、多様な

人材確保や採用形態

の導入が可能な他、

医師確保も独自ルー

ﾄによる確保が可能

医療環境の変化への

対応等経営の柔軟性

条例規定等の制約が

あり、柔軟な経営は

困難

条例規定等の制約が

外れ､経営の柔軟性は

向上する

条例規定等の制約は

あるが､民間的手法に

よる柔軟な経営が

可能

柔軟な経営が可能

市としての責任 市の組織の一部と

して直営で運営する

ことで開設者として

責任を果たすことが

できる

法人の中期目標等を認

可し、運営交付金を交

付することで市立病院

が担うべき医療の確保

について責任を果たす

ことができる

指定管理者との協定

に基づき､市立病院が

担うべき医療の確保

について責任を

果たすことができる

民間事業者との契約

内容に条件を付記

することで限定的な

責任を果たすことが

できる



（３）移行スケジュール

ア市民病院

平成22年４月に指定管理者制度へ移行する。

７改革プランの基本方針点検、評価及び公表

（１）改革プランの点検及び評価の体制

改革プランを着実に実行し、市立病院の経営改善を推進していくために横須賀市立

病院改革プランの進捗状況の点検、評価を行なっていく。

改革プランの点検及び評価については、市立病院運営委員会を活用する。

（２）改革プランの進捗及び達成状況の公表

改革プランの進捗及び達成状況については、市議会に定期的に報告するとともに

ホームページや広報誌などを通じて、直接、市民にも公表していく予定である。

◎その他参考資料

①医療環境調査及び経営改善支援業務委託報告書（平成20年10月発行）

～Ｉ医療環境調査．Ⅱ課題抽出～

（委託者：横須賀市、発行元：株式会社三菱総合研究所）

８１

（１）

市民病院改革プランについて

）市民病院の概要

名称：横 須賀市立市民病院

・所在地：神奈川県横須賀市長坂１丁目３番２号

開設者：横須賀市長蒲谷亮一

病院長 ：久保章

開設年月日：昭和３８年１２月２日

病院理念：１本院は、自治体病院として地域の医療ニーズに対応しその中核的役割

を果たす。

２本院は、生命の尊重と人間愛を基本とし、常に医療水準の維持向上と

医療倫理の遵守に務める。

３本院は、地域医療機関と密接に連携し、地域の医療水準の向上に貢献

する。

４職員は、常に温かい思いやりの心を持ち、患者中心の医療を責任を

持って遂行するよう最善の努力をする。

５職員は、お互いに協力し、相和して各々の機能が合理的、効果的に
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高度医療の充実に努める。

発揮されるよう常に努力する。

基本方針：１急性期病院としての機能を高め、高度医療の充実に

２救急医療の充実に取り組む。

３小児医療、周産期医療の充実に取り組む。

４学術研究、人材育成に積極的に取り組む。
、〆

５透明でわかりやすし､医療の実現を目指す。

６医療事故防止対策に積極的に取り組む。

７効率的な事務の推進を図る。

（２）市民病院の沿革

昭和38年1２月市立武山病院として開設

昭和46年４月横須賀市立市民病院に名称変更

昭和59年４月第２期改修工事完了し、病床数526床で稼動

平成１１年４月第二種感染症指定医療機関に指定

平成１１年1１月健康管理センター竣工

平成18年４月患者支援室を設置

平成18年８月日本医療機能評価機構の病院機能評価に認定

平成18年９月地域医療支援病院承認

平成19年３月人間ドック健診施設機能評価に認定

平成19年４月市民病院経営健全化計画（３箇年計画）を推進

平成20年４月ＤＰＣ対象病院となる

（３）地勢・交通インフラの状況

ア 地勢

横須賀市ば神奈川県南東部に位置する三浦半島の大部分を占め、横須賀市は､;神奈川県南東部に位置する三浦半島の大部分を占め、南北およそ１５．８

キロ､東西およそ15.3キロ､総面積100.58平方キロメートルで､市域の東側は東京湾、

西側は相模湾に面している。

地形的には、海岸沿いまで山間部が迫り、中央部は山間部や丘陵部が中心で、平地が

少ないのが特徴的である。

そのため以前から海岸線の埋立てが行われており、現在の中心市街地もかなりの部分

が埋め立て地にある。

現在、人口約４３万人を擁し、県内では横浜市、川崎市、相模原市に次ぐ第４位の

人口を抱える都市であり、かつては複雑に入り組んだ海岸線の地形を活かして軍港と

して栄えたが、戦後は平和産業港湾都市として、自動車及び輸送用機械製造業が中心と

なって経済発展を遂げた。
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イ交通インフラ

市民病院は､横須賀市西地区に位置し､周辺には鉄道網が整備されていないことから、

遠方からの通院は極めて不便な状況であることに加え、近隣にある診療所は19施設と

少なく地域医療連携を推進していく面においても不利な状況にある。

本市の中心市街地である横須賀中央駅まではバス利用により約30分を要するほか、

その他の最寄駅となるＹＲＰ野比駅、三浦海岸駅、三崎口駅さらには新逗子駅などにも

２０～30分程度を要する立地環境であるｄ

最近では三浦縦貫道路の開通や、坂本芦名線、金谷駿河坂線が暫定開通したことで

交通アクセスが改善し、東地区の患者が市民病院へ通院する可能性が増える一方で、

通院圏の患者が他の医療機関に流出する可能性も高まった。

（４）市民病院の診療体制

市民病院の診療体制は、以下のとおりである。

【平成21年１月１日現在】

○病床数482床

（一般病床476床及び感染症病床６床）

○診療科２９科

（丙科、外科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、

神経内科、血液内科、糖尿病内科、消化器外科、紅門外科、

脳神経外科、乳腺外科､整形外科、形成外科、精神科、リウマチ科、

小児科､皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、

リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、

歯科口腔外科）

○専門外来助産師外来、ペースメーカー外来、在宅酸素外来、アトピー外来、

ストーマ外来、瑞息外来、睡眠時無呼吸症候群外来、

糖尿病フットケア外来、禁煙外来

○健康管理センター

○医療指定地域医療支援病院、災害拠点病院、第二種感染症指定医療機関、

臨床研修指定病院、救急病院指定、アレルギー専門医療機関指定、

地域包括医療ケア認定施設、保険医療機関、結核指定医療機関、

生活保護法指定医療機関、労災保険指定医療機関、療育指定、

船員法指定医療機関、自立支援医療機関、麻酔科標梼許可

○職員構成医師（常勤：５３名、非常勤：２３名）

看護職員（常勤：276名、非常勤：５５名）
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医療技術員（常勤：７６名、非常勤：１９名）

‘その他職員（常勤：５６名、非常勤：106名）

合計（常勤：461名、非常勤：203名）

※職員構成は平成20年４月１日現在

（５）市民病院の医師数の状況

市民病院の平成18年、１９年及び20年の各４月１日時点の医師数（常勤医、短期医師の

合計）を比較すると、全体数ではそれぞれ68名、６３名、６５名と大きな変動はない。

しかし、主要科目別に平成１３年度と平成１９年度で比較した場合、消化器内科は８名

体制から２名体制に激減したほか、産・婦人科も５名体制から３名体制に減少している。

（６）市民病院の経営状況

市民病院における平成18年度から19年度の損益の推移は、入院収益の減収と材料費の

増加等の理由により、医業収支は、△９億４百万円から△13億百万円へと３億９千７百万

円悪化することとなった。

また一般会計繰入金も毎年度１０億円を超えており、市財政を圧迫していることから、

収益増の努力はもちろんであるが、経費、材料費の適正化も早期の課題である。

市民病院は、地方公営企業法の一部適用による運営のため、地方公務員の身分をもつ

職員の給料は、行政職給料表が適用されることから民間病院と比べて高い点や近年の医師

不足等による収入減少に伴い、給与比率が増加した点が課題となっていた。

安定的な経営のためには、給与費比率の低下が望ましいが、そのためには、人事制度

あるいは給与体系の見直しや積極的な増収対策を実行し、補助金や他会計繰入金を含めて

経常収支がプラスマイナスゼロになる仕組みや体制を構築していくことが重要である。

次に、平成１８年度から１９年度の貸借対照表の推移は、流動負債が増加し、流動資産が

減少したため、平成19年度は、２億１千３百万円の不良債務が発生した。

また、平成１８年度にはゼロであった一時借入金も平成１９年度には、５億６千万円発生

しておりも今後は財政的にも非常に厳しい状況が予想される。

（７）市民病院における経営改善の取組み

平成18年度以降の市民病院における経営改善に向けた取組みは､以下のとおりである。

ア平成１８年度

平成１３年度から連続で赤字を計上し、年々赤字額も増加している中で、医療を取り

巻く環境が大きく変化してきたことを受け、横須賀市として医療の質の向上、患者満足

度の向上等を図り、市民が生涯を通じて必要とする良質な医療を継続的に提供していく

ために「市民病院経営健全化計画」を策定した。

なお計画の推進にあたっては、バランススコアカードの手法を用いて４３項目に及ぶ
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実践行動計画（アクションプラン）を策定した。

その一方では、財団法人日本医療機能評価機構の認定取得、人間ドック機能評価の

取得によって、医療の質向上への取組みが強化された。

医療圏においては､地域の医療機関との医療連携を強化し、紹介率60％以上､逆紹介

率30％以上等の要件を満たし、平成18年度において地域医療支援病院の認定を受けた

他、ＩＣＵ，ＣＣＵの強化にも着手して、特定集中治療室の認定基準を取得した。

小児医療については、地域の需要に対応するために平日の２４時間小児救急医療体制

の整備を行った。

コメデイカルの組織体制の強化としては､薬剤師の救急当直の全日実施を行ったほか、

患者サービスの視点からは平成18年６月から院内ボランティアを発足させた。

また経営の効率化を図るため、うわまち病院との薬品共同購入を開始したほか、

駐車場の有料化などにも着手してきた。

イ平成１９年度

平成１９年度には、より密度の高い医療を提供するため、病床構成の見直しを図り、

東棟３階病棟及び東棟４階病棟を体棟することで、稼動病床を４３１床から３７７床に

削減した。

市民病院経営健全化計画の初年度として、バランススコアカードによる４３項目の

アクションプランの具体的な取組みを開始するとともに、定期的に同プランの進捗状況

を点検するため、院内にモニタリング会議を設置した。

主な取組みとしては、ＤＰＣ病院に向けた収支分析等のＤＰＣ制度への移行に向けた

準備、後発医薬品の導入計画の策定、分娩強化のための助産師外来（保健指導外来、

母乳外来等）の開設などを行った。

患者のサービスの向上の視点からは､クレジットカードによる医療費の支払い開始や

患者相談窓口の設置、敷地内の全面禁煙を実施した。

また高金利企業債の借り換えによって支払い利子の削減に努めたほか、診療報酬の

オンライン請求を開始するなどの取組みを実施してきた。

ウ平成２０年度

経営健全化計画の２年目を迎え、医療ニーズの変化に見合ったアクションプランの

見直しを図り、当初策定した４３項目に４項目を加えた４７項目で同プランの補完を

行なった。

ＤＰＣ病院としての運用を開始したほか、後発医薬品の上位１００品目導入に向けた

取組み、医療安全組織の見直しなどを着実に進めた。

その一方で、平成２０年度からは第三者機関に公立病院改革プランを策定するための
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医療環境調査の実施と、市民病院の経営改善のための支援業務を委託し、経営改善に

′努めてきた。

経営改善の主な取組みとしては、①救急患者受入体制の強化、②入退院管理センター

機能の検討、③診療所への逆紹介の促進などを実施している。

さらに、未収金回収の外部委託化なども着実に実施してきた。

（８）市民病院が今後果たすべき役割

ア目指すべき市民病院の方向性

市民病院は、周辺に同規模の医療機関が立地していないこと、救急受入体制について

は、横須賀市・三浦市・葉山町において、一定の役割を果たしていること、紹介元医療

機関が医療圏内の広範囲にわたっていることなどを根拠として、現在の地区で引き続き、

急性期医療に一定の役割を果たしていくことが必要である。

イニ次医療圏における市民病院の役割

（ア）急性期医療の充実

市民病院は、これまで救急医療をはじめとした急性期医療の提供に努めてきたが、

病棟では、小児科、脳神経外科、呼吸器内科等を中心に一定の入院患者数を確保して

いるほか､産科では平成19年度に447件にのぼる分娩､母体搬送35件を取り扱った。

また外来では、小児科、産科・婦人科、内科系の診療科を中心に一定の患者数を

確保しているが、今後、急性期病院本来の機能と役割を果たしていくためには、地域

の診療所との連携体制をより強固に進めていく必要がある。

（イ）救急医療の充実

市民病院が受け入れる救急患者数を近隣の各自治体別に分析すると、横須賀市では

横須賀共済病院、うわまち病院に次いで第３位であるものの、１位・２位とは大きな

差がある。

また三浦市及び葉山町｛こおいては、患者搬送件数はともに１位であるが、救急患者

搬送件数は、すべての自治体とも年々減少傾向にある。

小児医療救急体制については、平成１８年４月から平日２４時間体制で小児科医が

院内で待機し､入院や検査が必要な小児患者に迅速かつ正確な医療が提供できる体制

を整えている。

今後も救急患者に対する緊急処置や医療を的確に提供していくためにも、より一層

の救急医療体制の充実が求められる。

具体的には、以下の救急体制整備に向けた検討を行っていく。

○昼間は全診療科で対応

○夜間については、
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－小児：２４時間365日対応

一周産期：毎日当直

一内科：毎日当直

一外科：毎日当直

一その他：オンコール対応

（ウ）小児・周産期医療の強化

将来的に患者数は減少すると想定されるものの、昨今の小児科・産科標梼医療機関

の減少を受けて、公的病院が小児医療に果たす役割はますます高まっている。

こういった状況を踏まえ、市民病院においては、小児医療の分野で、二次救急を

中心とした救急体制を強化していく。

また市民病院は、周産期医療の中核病院としての役割を担っており、一層の機能

充実が必要であるｑ

この周産期医療については、通常分娩のほかに、救急対応を行い、帝王切開等、

二次救急として対応できる範囲はくすべて受け入れていく。

現在、計画中の院内助産院については、すでに稼働している助産師外来の機能を

充実させながら、周産期医療全体をどう進めていくかを全体的に整理した上で、開設

に向けた準備をしていく。

（エ）地域医療支援病院、災害拠点病院等の機能

市民病院は、地域医療支援病院として、近隣の病院や診療所との連携にも積極的に

取り組んできたが、今後はオープンシステムの導入なども検討し、継続して連携の

強化に努め、安定的な紹介率、逆紹介率を維持していくことが求められる。

また、三浦半島における中核病院として、地域住民の多様なニーズに応えるため、

二次救急医療の提供、高度医療体制の充実、災害拠点病院さらには鳥インフルエンザ

や新型インフルエンザに備え、より一層、第二種感染症指定医療機関としての役割を

担っていく。

（９）市民病院の今後の運営方針と特色

ア現時点で市民病院が有する医療機能をそのまま継続して、提供していく。

各診療科目は言うまでもなく、地域医療支援病院や第二種感染症指定病院の役割や

健康管理センター、医療安全管理室等の機能も引き続き、継続していく。

イ急性期を中心とした医療を提供していく。

ウ三浦半島における中核的医療機関として、保健・福祉機関とも連携を図るとともに

災害時における体制を整備していく。

エ小児救急を含めた救急医療を充実させていく。
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〕

オ院内感染対策、医療事故防止対策に万全の体制を整えていく。

力臨床研修、教育研修及び情報発信の機能を備えた医療機関として整備していく。

キ回復期リハビリテーション病棟の開設を視野に入れて整備していく。

ク電子カルテシステムの導入を視野に入れて、医療情報の共有化に取り組んでいく。

ケ看護基準７：１看護の施設基準を満たし、密度の高い看護を行なっていく。

．がん治療と併行して緩和ケアを充実させていく中で、緩和ケア病床を設置していく。

(10）総括

医療環境調査の結果を見ると、今後、二次医療圏全体の人口はさらに減少していく中、

高齢化の進行による患者数も微増であり．､市民病院が現在の経営形態で、現状の病床規模

及び診療科体制を維持しながら、良好な病院経営を続けることは極めて困難であることが

判明した。

しかしながら市民病院も本市西地区を中心とした三浦半島において一定の役割を

果たしており、引き続き、当該地区において良質な医療を持続的に提供していくため、

当院の診療機能を存続させていくことが妥当と判断するに至った。

その上で、公立病院改革プランが示す経営形態の見直しを前提にした抜本的な病院改革

を実施していく。

９うわまち病院改革プランについて

（１）うわまち病院の概要

名称：横須賀市立うわまち病院

所在地：神奈川県横須賀市上町２丁目３６番地

開設者：横須賀市長蒲谷亮一

管 理者：沼田裕一

開設年月日：平成14年７月１日

病院理念：私たちは、優しい心、深い知識、高い技術をもって良質な医療を提供し、

地域社会に貢献します。

基本方針:私たちは説明責任を果たし、医療の透明性を保ち患者様本位の医療を実践

します

私たちは、救急・災害医療の充実につとめます

私たちは地域連携に力をいれ、地域の医療を守ります

私たちは、医療に従事するものとしての誇りとよろこびを持ち、勤勉で

あり、進歩的で合理的な考え方に基づいた医療を提供します。

‘私たちは、自己の教育能力を養い､教育研修病院として将来の地域医療を
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担う人材の育成につとめます。

（２）うわまち病院の沿革

明治24年３月横須賀衛戎病院として創設

昭和20年12月厚生省へ移管され、国立横須賀病院となる

平成14年６月国から横須賀市に経営委譲される

平成14年７月横須賀市立うわまち病院開設

社団法人地域医療振興協会が運営委託

平成16年３月電子カルテシステム導入

患者支援室を設置

信.平成16年５月ドクターカー導入

平成16年11月新病棟（南館）新築工事着工（竣工：平成18年７月）

平成１７年1２月日本経済新聞社の心臓病治療評価で全国28施設のAAAランクに

入る

平成18年４月社団法人地域医療振興協会が指定管理開始

平成18年11月日本医療機能評価機構の病院機能評価に認定

平成20年４月ＤＰＣ対象病院となる

（３）地勢・交通インフラの状況

ア交通インフラ

うわまち病院は、人口密集地である本市の中心市街地に立地しており、市域全域から

の複数の公共交通機関が利用可能であることに加え、最寄り駅からは徒歩によって通院

可能であることなど最適な立地条件を満たしている。

近隣の診療所は６８施設と多く、地域医療連携体制を強化する上で恵まれた環境で

ある一方、周辺には競合する複数の同規模医療機関が立地している。

（４）うわまち病院の診療体制

うわまち病院の診療体制は、以下の通りである。

○病床数364床※平成21年４月から一般病床53床増床予定。

（一般病床264床・回復期リハ50床・療養50床）

○ 診療科２４科

（内科､精神科､外科､呼吸器内科､消化器内科､循環器内科､呼吸器外科、

消化器外科､脳神経外科､乳腺外科､整形外科､小児科､小児外科､眼科、

皮膚科、泌尿器科、産科、婦人科、耳鼻いんこう科、救急科、

リハビリテーション科、放射線科、病理診断科、麻酔科、）
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○専門外来リウマチ・'謬原病外来、禁煙外来、アスベスト外来、ペースメーカー

クリニック、いぼ外来､禰措外来、助産師外来、小児科（循環器）外来

○医療指定保険医療機関、全国国保取扱医療機関、臨床研修指定病院、生活保護法

指定医療機関、労災法指定医療機関、結核予防法指定医療機関、指定養育

医療機関、更生（育成）医療機関、救急病院認定、麻酔科標梼許可

○職員構成医師（常勤：７９名、非常勤：１５名）

看護職員（常勤：289名、非常勤：１名）

医療技術員（常勤：７５名、非常勤.:、０名）

その他職員（常勤：６２名、非常勤：２名）

合計（常勤：505名、非常勤：１８名）

※職員構成は、平成20年４月１日現在

（５）うわまち病院の医師数の状況

うわまち病院では、指定管理者制度を導入した平成１８年度から順調に医師配置数を

伸ばしており、平成20年度までの２カ年で13名の増員を実現している。

特に救急部には、同期間に５名の増員を行ったほか、外科、循環器内科などにおいても

それぞれ２名ずつ増員をしている。

こういった医師の配置増によって診療科体制を強化し､平成18年７月からは24時間365

日の小児二次救急を実施したほか、平成19年10月からは７：１看護配置を開始した。

（６）うわまち病院の経営状況

アうわまち病院の運営方法

うわまち病院は、平成１４年７月１日に国立横須賀病院の経営移譲を受け、その医療

機能を引き継ぎ、市立うわまち病院として開設し、平成１８年７月１日に手術室等を

拡充整備するとともに、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟を備えた南館を開設

し、病院機能の充実を図ってきた。

市立うわまち病院として開設以来、運営を社団法人地域医療振興協会に委託してきた

が、平成18年(2006年）４月１日から平成26年(2014年）３月３１日までの８年間は、

同協会を指定管理者に指定している。

イ病院事業会計における決算状況

平成14年度(2002年度)に約３６，０００千円の純利益を計上して以降､平成17年度(2005

.年度）を除き、純利益を計上し、平成１８年度（2006年度）末における未処分利益

剰余金は、約170,000千円と.なっている。

また平成19年度（2007年度）決算は、約79,000千円の純利益を計上し、未処分利益

剰余金は約248,000千円に拡大した。
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(７）

(８）

ウうわまち病院（指定管理者）における決算状況

うわまち病院(指定管理者）における平成18年度(2006年度）の収入は約5,938,000

千円であり、これに係る費用約5,596,000千円及び法人税、住民税、事業税など

約158,000千円を差し引いた当期利益は、約184,000千円となり、良好な経営実績を

上げている。

また平成19年度では､収入約6,273,000千円から費用約5,898,000千円及び法人税、

住民税､事業税など約173,000千円を差し引いた当期利益は､約201,000千円となった。

）うわまち病院における経営改善の取組み

平成１８年度以降のうわまち病院における経営改善に向けた取組みは、以下のとおりで

ある。

ア平成１８年度

平成１４年度に国から当院の経営移譲がされた後、うわまち病院の運営委託を任されて

きた社団法人地域医療振興協会が、指定管理者制度による運営を開始した。

平成18年度には､財団法人日本医療機能評価機構の認定を取得したほか､手術センター、

療養病棟及び回復期リハビリテーション病棟の運営を開始した。

また小児救急医療の24時間365日体制を構築し、実行に移した。

イ平成１９年度

平成１９年度には呼吸器外科の標傍を実施した一方で、運営実績のない結核病床１６床を

返還した。

．またクレジットカードによる医療費の支払いを開始したほか、新駐車場の整備、血管造影

棟の開設などを行なった。

さらに一般病棟の７：１看護体制を実現し、看護職員を手厚く配置することで職員の過重

労働を解消するとともに、安全で質の高い医療・看護の提供を開始した。

ウ平成20年度

平成２０年度には、市民病院と同様にＤＰＣ対象病院となり、医療費の包括請求方式の

導入を開始した。

また全国的に深刻な医師不足の中、医師を９名増員（救急部３名、外科２名、内科２名、

循環器科１名、整形外科１名）したほか、看護師も29名増員し、医療・看護体制の強化を

図っている。

さらに重篤蝋な患者受入れの増加からＩＣＵ、ＨＣＵ病室が必要になったため、外来棟

（北館）に24床増床し、ＩＣＵ８床、ＨＣＵｌ６床を整備するほか、本館には29床を増床

し、一部をＮＩＣＵ病床として稼動していく準備を進めている。

）うわまち病院が今後果たすべき役割

2６
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ア目指すべきうわまち病院の方向性

うわまち病院は、平成１４年度の運営委託開始後、順調に入院延患者数、外来延患者

数を伸ばしており、地域医療への貢献度はますます高くなっている。

救急医療に関しても、三次救急体制をとる横須賀共済病院に匹敵する救急患者を

受け入れているほか、回復期リハビリテーション病棟、療養病床も保有し、一貫した

医療の提供に努めている。

今後も救急医療をはじめ、小児医療体制の強化、地域医療連携体制の充実等を図り、

急性期病院として、さらに大きな役割を果たしていくことが必要である。

イニ次医療圏におけるうわまち病院の役割

（ア）急性期医療の充実

うわまち病院における入院延べ患者数及び外来延べ患者数は、平成１４年度の病院

開設以後《順調に増加傾向にある。

病床稼動率も平成１４年度の60.4％から平成１９年度の86.0％へと大きく伸びて

いるほか、回復期リハビリテーション病棟を除く一般病棟の平均在院日数は、１２．１

日と短く、急性期病院としての役割を十分に果たしている。

(イ）救急医療の充実

うわまち病院では、平成１５年１０月に救急部を設置し、救急専門医を配置すると

ともに、休日・夜間には、小児科医、内科系・外科系の医師３名が対応している。

またドクターカーを２台運用し、消防局と連携を図る中で、車内での初期治療に

対応するほか、平成18年７月からは、心臓･脳血管センターを開設し、心疾患患者

に対する診療体制を強化している。

救急患者数の推移をみると、平成１４年度の１日あたり１３．０名（年間救急患者数

3,551名）から平成19年度には１日あたり４０．７名（年間14,888名）へ大きく伸びて

おり、地域における救急医療への貢献度が著しく高くなっている。

(ウ）小児・周産期医療の強化

全国的に小児科医師が不足している中で､積極的な医師確保に努め、９名の小児科

医を配置し、地域に不足している小児医療の拠点どしての機能を果たしている。

(工）地域連携機能の拠点のとしての機能

うわまち病院の近隣に多くの診療所を抱えているメリットを十分に活かし、紹介率

は年々上昇している。平成１９年度には逆紹介患者数が紹介患者数を上回ったこと

からも、積極的な病診連携が図られていると言える。

紹介・逆紹介件数を平成１７年度から年次別に見ると、まず紹介患者数は、5,325

2７



名（38.1％)、6,732名（42.8％)、6,579名（43.8％）であるのに対し、逆紹介患者

数は､6,572名（32.6％)、7,889名（32.1％)、9,624名（43.4％）という状況である。

これによって、うわまち病院では、病院と診療所の役割分担を明確にし、適正な

機能分化が実現できていることが裏付けられている。

）総括

平成１８年度から指定管理者制度を導入して運営しているうわまち病院については、

社団法人地域医療振興協会による指定管理によって、救急医療をはじめとした急性期病院

の役割を十分に果たし、且つ、良好な経営状況が保たれている。

したがって８年間の指定管理期間が満了する時期までは、現行どおり同協会による

(９）

指定管理者制度を維持し、協定書に基づいた医療提供体制を継続していく。

2８
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資料８－②公立病院改革プランの概要

ロ
ご

１

Ｆ －丁一
'－－ブﾗ〃の名称

策定日

対象期間

病
院
の
現
状

病 院名

所在地

病床数

診療科目

横須賀市

横須賀市立病院改革プラン(市民病院）

平成２１年３月１２日

平成２ １ 年 度 ～ 平成２５年度

横須賀市立市民病院

神奈川県横須賀市長坂1丁目3番2号．
■

482床(一般病床476床及び感染症病床6床）.

内科､外科､呼吸器内科一消化器内科､循環器内科､腎臓内科､神経内科､血液内科､糖尿病内
科､消化器外科､虹門外科､脳神経外科､乳腺外科爵整形外科､形成外科､精神科､リウマチ科､小
児科､皮膚科､泌尿器科､産科､婦人科､眼科､耳鼻いんこう科､リハビリテーション科､放射線科、
病理診断科､麻酔科､歯科口腔外科

I…二
蝦ぞ．

は別紙添付

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要)．
(注)詳細は別紙添付

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標(主なも
の）

経常収支比率

職員給与費比率

病床利用率

一般会計からの繰入額
(千円）

上記目標数値設定の考え方

１急性期医療の充実

地域の診療所との連携体制をより強固に進め､三浦半島地区において急性期病院本来の機能と
役割を果たしながら､引き続き､急性期医療を提供していく。．
２救急医療の充実

救急医療の強化を図るとともに､平成18年度から開始した小児医療救急体制を拡大するなど救急
医療体制の充実を図る°
３小児｡周産期医療の充実
小児医療については救急医療を強化し､また周産期医療については地域の中核病院としての役割

を果たすとともに､通常分娩のほかに母体搬送など二次救急として対応できる範囲を受け入れていく
などの機能充実を図る。

４地域医療支援病院､災害拠点病院及び感染症指定病院としての機能維持
三浦半島地区における中核病院として､地域のかかりつけ医と連携し､より良い医療を提供してい

く地域連携機能の役割を果たしていくとともに､多様な医療ニーズに応えるため災害拠点病院や感染
症指定病院としての機能を維持していく。

●

一般会計から病院事業会計への経費負担については､総務省自治財政局長通知の繰出基準を
もとにした本市の繰出基準に基づき､市立病院に求められる役割を果たす上で､必要と認められる
経費のうち､能率的な病院運営による収入及び繰出基準による繰出金を充当する。
しかし､今後の公立病院経営を進めていく過程では､繰出金に依存することなく、

を図り､できる限り繰出金の削減に努めていくべきであるが､市民病院においては、
一層の経営改善
早急な経営改善

が困難であると予測されており､経営形態の見直しなど抜本的な改革を断行し､能率的な運営を行っ
てもなお収支が均衡しない場合には､経営安定化のため政策的な補てんを検討していく。

-19年度

90.5

61.0

72.9

1,095,690

平成22年度から指定管理者制度(利用料金制)の導入予定を前提として、
(経常黒字化の目標年度：平成28年度）

目標を設定した。

20年度

92.7

58-8

6９．５

1,413,520

21年度

83.7

72.8

55.6

1‘413,000

22年度

67.2

1０．３

50.9

1‘582,135

23年度

73.6

6.6

53.1

1,575,000

２４年度

85.9

6.6

58.4

1,234,067
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各年度のり又支計画
■■■■■

ｌ｜
そ
の
附
慌
隈
儒
記
事
項

ｋノ、ノ

民間的経営手法の導入

|雑…
経費削減･抑制対策

その他

病床利用率の状況

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し､施設の増改築
計画の状況等

9年度実績

39,964

7,634

923.7

現在の一般病床482床(許可病床)を維持する。
また医療ニーズを考慮した上で､回復期リハビリ
また公立病院改革ガイドラインの本旨を踏まえ、
ら指定管理者制度への見直しを図る。

テーション病棟の開設を検討していく。
現在の地方公営企業法一部適用による経営形態か

平成19年度に高金利企業債の借り換え､平成20年度には後発医薬品を導入したほか､平成21年度
からは給食業務の委託化を実施｡(平成21年３月から導入）
さらに平成22年度からの指定管理者制度導入に伴い､管理体制の見直しを図る。，

平成20年度から着手した紹介･逆紹介の促進、
組みを引き続き継続していく。
また平成22年度からの指定管理者制度導入に
く。

効率的なベッドコントロール体制の確立に向けた取

よって医師及び看護師確保対策をさらに推進してい

平成19年度から平成21年度までの3ｶ年計画で進めてきた市民病院経営健全化計画は､一定のＩ
果を収めることができた｡平成22年度からは指定管理者制度に移行し､経営の効率化を図り､健§
性を保ちつつ､常に良質な医療を継続的に提供していく。

別紙のとおり

T~78年度８０‘０％１９年度7290％２０年度
69.501

､ｌ
一般病床482床を維持しながら､平成21年度から悪性腫傷等の患者に対して適切なケアを行う緩矛
ケア病床を2床開設した。
また医療ニーズを調査した上で､急性期を脱した患者を一定期間受け入れる回復期リハビリテーシ；

|ﾝ機能を加えていく。

２０年度実績

41,720

8,338

309.8

967.9

21年度

43,400

9,200

235

854

22年度

44,009

8,700

158.3

737.5

23年度

44,500

8,700

1９０

746.7

_」壷－－」
‐』

！

_ 一」
’

団体名
(病院名） 遜塞這堕－－－’
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再
編
・
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ト
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ク
化
に
係
る
計
画

Ｉ

経
営
形
態
見
直
し
に
係
・
る
計
画

点
検
『
・
評
価
・
公
表
等

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

再編･ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

(注）

１詳細は別紙添付
２具体的な計画が未定の
場合は､①検討･協議の
方向性､②検討･協議体
制､③検討･協議のスケ
ジュール､結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

(該当箇所に

経営形態の見直し(検討)の方向
性

(該当箇所に

討中の場合は複数可）

経営形態見直し計画の概要

(注）

１詳細は別紙添付
２具体的な計画が未定の
場合は､①検討･協議の
方向性､②検討｡協議体
制､③検討･協議のズケ
ジュール､結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

点検･評価｡公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

点検･評価の時期(毎年○月
項等）

横須賀市:横須賀市立うわまち病院､湘南病院､自衛隊横須賀病院､聖ヨゼフ病院､神奈川歯科大
学附属病院､横須賀共済病院､衣笠病院､浦賀病院
その他:湘南鎌倉総合病院､大船中央病院､葉山ハートセンター､三浦市立病院

神奈川県では､｢公立病院改革ガイドライン対応検討会議｣を設置し､「県･関係市連絡会議｣等によ
る県市間の連絡調整等を行いつつ､平成20年度中に取組方針を取りまとめる予定｡平成20年３月に
改定した｢県第５次保健医療計画｣における公的病院の役割(地域における医療機能の分担と医療
連携の推進)及び上記公立病院の現況等を踏まえ､地域医療提供体制確保等の観点から､公立病
院間､同一医療圏地域内病院間等におけるネットワーク化を中心とする連携について検討を行って
いく。

＜時期＞

平成22年4月

遍公営企業法財務適用・厩公営企業法全部適用ロ地方独立行政法人

ロ指定管理者制度 ロー部事務組合･広域連合

底公営企業法全部適用画地方独立行政法人

瞳民間譲渡

瞳指定管理者制度

逼診療所化画老健施設など､医療機関以外の事業形態への移行

＜時期＞

平成22年４月

外部委員で構成する｢市立病院運営委員会｣において､改革プランの取組状況の点検･評価を行う。

年２回(９月、３月）

|＜内容＞

１指定管理者制度へ移行する。

２既に指定管理者制度を導入しているうわまち病院と経営主体を同一
とする。

３市立2病院相互の医療機能を補完による連携を開始予定。
４市立2病院の医療スタッフの交流､それぞれの病院が提供する医療
の機能分化を検討していく。

＜内容＞

１指定管理者制度へ移行する。

２既に指定管理者制度を導入しているうわまち病院と経営主体を同一
とする。

３市立2病院相互の医療機能を補完による連携を開始予定。
４市立2病院の医療スタッフの交流､それぞれの病院が提供する医療
の機能分化を検討していく。

団体名
(病院名）

横須賀市
(横須賀市立市民病院）
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(単位:百万円、％）1．収支計画（収益的収支）
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(※)N年度における単年度資金不足額については､次の算式により算出すること。
○｢N年度単年度資金不足額｣＝(｢N年度の不良債務額｣一｢N－１年度の不良債務額｣）
・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
例)｢22年度単年度資金不足額△30百万円｣＝(｢22年度不良債務額△20百万円｣－｢21年度不良債務額10百万円｣）

1１

37.9

(※)N年度における単年度資金不足額については､次の算式により算出すること。
○｢N年度単年度資金不足額｣＝(｢N年度の不良債務額｣一｢N－１年度の不良債務額｣）
・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること
例)｢22年度単年度資金不足額△30百万円｣＝(｢22年度不良債務額△20百万円｣－｢21年度不良債務額10百万円｣）
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一
酉
咽

皇
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．
：
．
．
‐
，
・
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二
１
画
－
３
－
１
’

雪

出
１．０一

経営椙益（A)--(B）（C）

雲
霞

Ｉ １ Ｕ 幻 毎 － 一 一 一 ‐

純損益（C)＋(F）
累積欠・損金（G）
〆■ー

ｉ宗に
犀

一一一』重い＝』一一圭二′，…＝－－ー．・・

単年度資金不 足 額 （ ※ ）

経常収支比＝重三再三ﾇｰ100
一一一一一

三一一

不良債務比率（i：』一×'0０
匡業収支比率一員一×'００
職員給与費対医業収益比率Ｗｘ１０
,地方財政法施行令第19条第１項 （H）
により算定した資金の不足額

弼禰溌読藤宗而罰呑宣璽二×１面

腰鰯箪の財政の健全化に関する法律上の
'一~一一・．ー‐－．

１ 病床利用

ヂ型

１．医業 収益ａ
(1)料金収入

一二一一

の（２）そ．他
■毎一

う ち他会計負担金

２医業外収益
瞳＝一‐．

（１）他会計負担金・補助金
守 司 ロ ー

（２）国（県）補

(3)そ，の

経 常 収 益（A）

1．医業 費

(,）職員給与費でＴ
（２）材 ・料 費一丁

ー‐-

（３）経 費’
､ 一 タ マ

(4)減価償却費■
巳型 、 ｡ ー ． ‐

（５）そ の 他
一一一

２ ．医業外費用
| －‐・

、 支払利息
、、享の他
怒 常 費用（B）

O A 凸 Ｊ 三 三 国 士 一 、 ロ･げ屯~一▽

１－特 別 利 益（D）

２． 特 別損失（E）
一

特別損益（D)一・(E）（F）

■”マー

うち－．．時

翌年度繰越財源（ｳ）

当隼度固意雪質蚕封昔全（ｪ）
〆、
一一

差引

流 動 資 産（ｱ）
二一

)ﾗｨi§ 動 負 債（ｲ）

ロ、〆１－三Ｌ〃ロ凸ー＝一一ー

耐,_岸,I_I震)_(蕊Ⅲ）

力金

昔入金

也

１ｂｌ

18年度(実績）

7,725

7,023

702

410

795

686

2３

8６

8,520

8,629

4,526

1,644

1,874

529

5６

406

1９８

208

9,035

△５１５

2,41

△２，４１

△２，９２

3,753

1,908

1,212

０

０

０

．△６９６

704

9４

9０

5９

１－△叩
１ ８０．６

■

鯛年蜘’
7,404

6,679

725

434

785

661

2７

9７

8,189

8,705

4,518

1,660

1,959

542

２６

344

1８４

1６０

9,049

△８６０

０

６１

△９２１

△６１

4,67

1,32

1,53

5６

２１
●

9０

9０

３

8５

6１

２１３

2.9

2.9

72.9

5=恥Ｉ
7,4刺
6,7271
ラ681

447

６９１口

570

1９

1０２

8,186

8,610

4,408

1,557

2,067

５２０

5８

218

４９

1６９

8,828

△６４２

０

５

△５

△６４７

5,321

1,40

1,95

〕’５４
’３３１

9３

７

8７

5９

544

７．３

7.3

69.5

1年度(見込）

6,418

5,622

796

473

691

566

3０

9５

7,109

8,275

4,670

1,414

1,618

525

４８

216

５７

1５９

8,491

△１，３８

2,478

2,567

△８９

１△1,471
6,792

1,213

1,146

600

Ｏ
Ｂ

０

１１，７８３
･１，２３９
－

8４

2８

7８

7３

3,971

61.9

27.8

55.6

22年度

4371

、

4371
409

841

784

3０

2７

1,278

1,790

4５

０

1,196

542

７

1１３

1０８

５

1,903

△６２５

１

5０

△４９

△６７４

7,466

1６１

５

1,84〔
■

６〔

4２

２

洲
一
一

4,031

922.4

竺皇’
_』堅’

L'１

_一理Ｉ
_一理’
－_皿Ｉ

－Z坦ｌ
－－－１１

－一聖Ｉ

1,2141
‐＝

１，５６４
－

_－空Ｉー

’１ヱーL二
一口一

７
－

８６

８５

１
一
一

Ｕロ､ＪＵＵ

『ー…■■ロユー

０

－－ ＝
Ｌ

一

△ ｎ
ｏ
’

7,910
一三

_望

５０
－－－

ｑジ

』呈些
)’２７

■

■

■

Ⅳ

■

L一坐
１条

’一

３，９９１
－

－一・一－

ｑ野０もシ●ヴ

３８．

ー へ

５３．

団体名
(病院名）

横須賀市
(横須賀市立市民病院）一



3.一般会計等からの繰入金の見通し

2.収支計画(資本的収支） (単位:百万円、％）

(単位:千円）

二

ロ
■
■
■
■

1.複数の病院を有する事業にあっては､合計表のほか､別途､病院ごとの計画を作成すること。
2.金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

(単位2千円）

１（）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
２「基準外繰入金｣とは､｢地方公営企業繰出金について｣(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

(注）

■
回

収了一種芸許壱天皇
５ ． 他 会・計補助金

６ ． 国 （県）補助金

７．その他

収 ．入計（a）

入茎ち講'曾蓄繁り薯警曇（b）
前年度許可債で当年度借入分（c）

｜純計(a)一{(b)+(c)｝（A）
前年度許可債で当年度借入分（c）

純計(a)一{(b)＋(c)｝ （A）

1．企業 債

2．他会計出資金

3．他会計負担金

4．他会計借入金

5 ．他会・計補助金

６ ．国（県）補助金

7．そ の 他

収 ．入計（a）

支
出

差引不足額（B)－(A）（C）

補
て
ん
財
源

補てん財源不足額（C)－(D）（E）
も 『〃ムー－－一戸ＡＨ－〃=＝一一食一〃_極一一

実質財源不足額（E)－(F）

1．建 設 改 良 費

2． 企業債償還金

3．他会計長期借入金返還金

4．そ の 他

支 出計（B）

1．損益 勘 定 留 保 資 金

2．利益剰 余 金 処 分 額

3．繰越工事資金

4．そ の 他

計（D）

18年度嘆勧

594

０

０

０

０

０

０

594

０

０

594

917

529

０

０

1,446

852

852

０

０

０

852

０

０

０

０

０

2,071

174

2,427

０

０

2,601

530

530

０

０

０

530

０

０

０

19年度(実績）

2,071

０

０

０

０

０

０

2,071

５６７

209

609

０

０

818

251

250

０

０

１

251

０

０

０

20年度(実績）

1７０

397

０

０

０

０

０

567

０

０

1,654

1,327

557

０

０

1,884

、２３０

229

０

０

230

０
凸

０

０

21年度(児込）

1,290

364

０

０

０

０

０

1,654

０

０

22年度

9０

389

０

０

０

０

０

479

０

０

479

1０５

616

０

０

721
－

２４２

237

０

０

５

242

０

０

０

23年度

1２０

453

０

０

０

０

０

573

０

０

573

1４５

1,074

０

０

1,219

646

646

０

０

０

646

０

０

０

収益的収支

資本的収支

合 計

18年度(実勧

(0）

1,096,000

(0）

０

(0）

1,096,000

19年度(実績）

(0）

1,095,690

ｍ
『
０

く

(0）

1,095,690

20年度(実績）

(0）

1,016,520

(0）

397,000

(0）

1,413,520

21年度(見込）

(0）

1,049,000

(0）

364.000

(0）

1,413,000

22年度

(441,135）

1,193,135

(0）

389.000

(441,135）

1,582,135

２３年度

(365,726）

1,122,000

(0）

453,000

(365,726）

1,575,000

団体名
(病院名）

横須賀市

(横須賀市立市民病院）



公立病院改革プランの概要 画蕊圃翫酒Ｉ
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画
■

１

．
１
．
ｒ
・
剛
１
７
１
１
１
１
－
Ａ
Ｔ
｜

卓
画

｜Ｉ

I

一眉F~同一~勇司
‐－Ｌ

プランの名称｜
－－１－

策定百一’
－斎-雪r繍扇デーＩ

「
…
詞

公立病院として今後果たすべき役
割(概要）
(注)詳細は別紙添付

－－肩1語Ｆ１
---雨ｒ－ｉ

－－嘉戻義一ト
－－－－－丁

洲。Ｉ

一当須賀市

一」竜須賀市立病院改革プラン(うわまち病院）

－－－１平 成２ １年３月１２日

平成一雪雲_一」平成２１年 度 ～

｜
一 －

須賀市立うわまち病院

F成20年度364床(一般264床､回復期リハビリ50床､療養病床50床）
F成21年度４１７床(一般317床､回復期リハビリ50床､療養病床50床）

勺科､精神科､外科､呼吸器内科､消化器内科､循環器内科､呼吸器外科､消化器外科、
脳神経外科､整形外科､小児科､小児外科､乳腺外科､皮膚科､泌尿器科､眼科､産科、
鳥人科､耳鼻いんこう科､救急科､リハビリテーション科､放射線科､病理診断科､麻酔科

一

一般会計における経費
え方(繰出基準の概要）
(注)詳細は別紙添付

負担の考

二
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｄ
Ｉ

［
Ⅱ
１
１
１
膳
鋤
匡
…
１
１

財務
の）

に係る数値目標(主なも

鐸壱１１▽寺Ｈ"室
ｄｌＬＬ&ロョ0ヶ、〆竜一ー●

砿ｻ昌給与菩比率
一

病床利用率(---般・回復
期）（%）
ニニニダ

病床利用率(療養）（%）

一般会計からの繰入額

１９年度 ２０年度 21年度 22年度

101.2

0.6

92.0

｢－扉
Ｉ‐－－

「’32β'。

121.4

1３５

89.7

90.4

535,781

101.5

11.9

93.0

87.1

561,000

101.5

９７

93.0

90.6

580,245

１０１．５

9.7

93.0

90.6

623,094

■司

~●q

９３．０

９０．６

629,95
一一一一一一一一一



７

公立病院としての医療機能に係る
数値目標(主なもの）

入院単価(一般回復期）
(円）

入院単価(療養)(円）

外来単価(円）

平均入院患者数(一般回

復期)／日(人）

平均入院患者数(療養）
／日(人）

平均外来患者数／日
(人）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画
‐

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

その他

民間的経営手法の導入

事業規模･形態の見直し

経費削減･抑制対策

収入増加･確保対策

各年度の収支計画

そ
の
他
の
特
記
事
項

病床利用率の状況

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し､施設の増改築
計画の状況等

別紙のとおり

､１８年度89.9％１９年度92.0％２０年度89.7％

平成21年度に､一般病床を53床増床した。

１９年度実績

44,130

16,223

9,058

270

44.2

459.2

平成18年度から指定管理者制度を導入済。
指定管理者には社団法人地域医療振興協会を指定し､平成20年度から利用料金制に移
行した。

平成21年度に､一般病床を53床増床した。

平成21年度から､うわまち病院を所管する病院管理部職員数を1名分減。
平成22年度から市立2病院に指定管理者制度が導入されることに伴う管理体制の見直し
を図る。

●

･平成21年度から施設基準に合致したICU(集中治療室)及びHCU(ハイケアユニツト)を開
設する。

･平成21年度中に低体重児等を収容するＮＩＣＵ(新生児集中治療室)９床の施設基準の認
定を受け､運営していく。

･平成21年度から現在24科の診療科目に心臓血管外科及び形成外科を増やし､26科体制
で診療を行う。

20年度実績

49,390

､１６，５２８

9,857

２６７

45.0

442.9

21年度

53,253

16,800

9,500

３１９
■

45.0

450.0

22年度

53,253

16,800

9,500

319

45.0

450.0

23年度

53,253

16,800

9,500

３１９

45.0

450.0

備考

団体名
(病院名）

横須賀市
(横須賀市立うわまち病院）
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量
…
ｌ
Ｊ
Ｊ

－
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
計
画

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
|里Ｉ

点
検
・
評
価
・
公
表
等

その他特記事項

霊悪二二二悪重'１
蕪墓二二Jｌｉ
再編･ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

(注）
１詳細は別紙添付
２具体的な計画が未定の
場合は､①検討･協議の
方向性､②検討･協議体
制､③検討･協議のスケ
ジュール､結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

(該当箇所に

経営形態の見直し(検討)の方向
性

K該当箇所に

|討中の鵜倉は複数可）
経営形態見直し計画の概要

●

(注）
１詳細は別紙添付
２具体的な計画が未定の
場合は､①検討･協議の
方向性､②検討｡協議体
制､③検討･協議のスケ
ジュール､結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

点検･評価･公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

ｒＩ － －

犠謝爾の購綱(…

爵須賀市:横須賀市立うわまち病院､湘南病院､自衛隊横須賀病院､聖ヨゼフ病院､神奈
11歯科大学附属病院､横須賀共済病院､衣笠病院､浦賀病院、

号の他湘撚総合病院大船中央病院葉山ﾊーﾄｾﾝﾀー三浦市立病院」’

;羅蕊蕊蕊識蕊iｌ

ｒ公営企業法全部適用ｒ地方独立行政法人原指定管理者制度

,ｒ民間譲渡

F蝿里蓋健脚蝿機洲の蕊鍵羅…テ
く時期＞

平成25年度末まで

:＜内容＞

:現行の指定管理者によって鰹嘘営郷が畔ｵlfE1・鷲
;ため､現指定期間が満了する平成25年度末までは､指定管
;理者制度を維持していく。

： 。

■

外部委員で構成する｢市立病院運営委員会｣において､改革プランの取組状
価を行う。．

｡割

|年２回(９月､３月）

Ｉ

団体名
(病院名） 職…ゎ詫鯛｜

横須賀市



■
□
■
■
。

１

1．収支計画（収益的収支） (単位:百万円、％）

借

１
■
■
■
■
■

■

(※)N年度における単年度資金不足額については､次の算式により算出すること。
○｢N年度単年度資金不足額｣＝(｢N年度の不良債務額｣－｢N-.1年度の不良債務額｣）
・不良債務額が負の数となる場合(不良債務が発生しない場合)においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

’

目

収
入

支
出

経常損益（A)－(B）（C）
特
別
損
益

純損益（C )＋ (F ）

累 積欠 損金（G）

小
良
債
務

単年度資金不足額（※）

経常収支比率一拾＋×'００
"一一m

昌 業 収 支 比率÷×100

職員給与費対医業収益比率売場一×'0０
－

地方財政法施行令第19条第１項
（H）こより算定した資金の不足額

LDL-- l e 向 ■ － － Ｌ 寺 了 □ 0 － 口 盈℃歩廷－戸一一一■一.ﾛ..

l方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
;金不足比率

奇床利用率(上段:一般病床､下段:療養
ﾗ床)(%）

1．特 別 利 益（D）

2．特別損 失（E）

特別損益（D)－(E）（F）

流 動 資 産（ｧ）
§土竜

動 負債（ｲ）〃'し

■うち一 時借入金
翌 年度 繰越財源（ｳ）

妻雫零重冨謝昔全(ｪ）
０－－，－一

差引

(1)職員給与費ｃ

(2)材 料 費

( 3)経費

(4)減価償却費

(5)その他

2．医業 外費 用

(1)支払利息

(2)その他

経常費． 用 （ B ）

1．医 業収 益ａ

(1)料金収入

(2)そ の 他

うち他会計負担金

2．医業 外収 益

(1)他会計負担金ｇ補

(2)国（ 県 ） 補

(3) その他

経常収

1．医業費

力金

功金

モ（A）

村ｂ

△２６９

100.7

△１５．５

95.5

0.5

△９２０

△１５．５

△１５．５

89.9

67.2

18年度〈実勧

5,921

5,606

315

1７３

463

‘１４３

271

4９

6,384

6,200

3２

０

5,851

282

3５

1４２

7４

6８

6,342

4２

７

７

０

4２

△１６９

1,313

393

０

０

０

△９２０

8２

3６

6,631

8０

０

8０

△２４９

1,476

270

０

０

０

△1,206

△２８６

101.2

△１９．４

95.6

0.6

△1,206

△１９．４

△１９．４

92.0

88.9

19年度(実績）

6,226

5,846

380

232

４８５

1４６

289

５０中

6,711

6,513

3７

０

6,158

317

1１８

1２９

1８

4９

△３１

9８

△３４７

1,717

1４５

・０

０

０

△1,572

△３６６

121.4

△571.6

57.3

1３．５

△1,572

△571.6

△２３．２

89.7

90.4

20年度(実績）

275

０

275

250

456

1４０

9５

221

7３１

480

3７

０

9２

351

０

1２２

8５

３７
■

602

555

2８

０

1６１

366

０

･１０１

9１

1０

656

０

1７

１７

０

０

△３４７

1,927

1１０

０

０

０

△1.817

△２４５

100.0

△675.5

48.5

1０．４

△１，８１７

△675.5

△２６．９

93.0

87.1

21年度(見込）

269

０

269

244

387

1５９

2４

204

656

２

７

１６

△９

△７

△３４０

2,176

1２６

０

０

０

△2.050

△２３４

100.3

△732.1

49.6

1１．８

△2,050

△732.1

△３０．３

93.0

90.6

22年度

280

０

280

254

374

1４７

3８

1８９

654

564

3３

０

1７６

354

8８

8４

４

652

７

1７

△１０

０

△３４０

2,241

０

０

０

０

△2,241

△１９１

101.5

△833.1

48.6

9.7

△2,241

△833.1

33.1

93.0

90.6

23年度

269

０

269

244

･３９４

1５９

2４

211

663

554

2６

０

1６１

367

０

9９

8５

1４

653

1０

団体名
(病院名）

横須賀市

(横須賀市立うわまち病院）



【０

例)｢22年度単年度資金不足額△30百万円｣＝(｢22年度不良債務額△20百万円｣－｢21年度不良債務額10百万円｣）

(単位:百万円、％）
2.収支計画(資本的収支）

ﾛ

Ⅱ【０

ロﾛ

‘０１sｏ２

、
０
Ｆ
Ｌ､Ｉ

Ⅱﾛ、、Ｂ

Ｕ

(注）

１（）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
２「基準外繰入金｣とは､｢地方公営企業繰出金について｣(総務省自治財政局長通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

【
０００

病院ごとの計画を作成すること。1.複数の病院を有する事業にあっては､合計表のほか､別途、
2.金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

計等からの繰入金の見通し

1０

3．一般会 (単位:千円）

403,000

1

■
Ｉ
■
０
口
■
■
、
，
。

（単位:千円）

2.収支計画(資本的収支）

」－

（単位:百万円､％）

惇二

－
４
『
４
８
４
二
４
１
．
．
１
二
ロ
ロ
■
口
一
Ｉ
‐

一
収
入
一
支
出

’三－－一、‐． ‐

萎日Ｉ不足額（B)--(A）（C）

一
補
て
ん
財
源
［

ﾈ甫てん財源不足額（C)一(D）（E）

当年度国意芸億重表借全（F）
＝一二二プト＝L’｡‐－－

実質目オ源不足額（E)--(Ｆ

手写？の他
．‐一－

４又入言

霧悪霧二言昔入分（c）
-匹_＝･．一一ー‐一・‐

純計(a)－－{(b)＋(c)｝（A）
１ ． 睦設改良費
Ｐ■マー■

只企 業債償還金
一ｐ一ー伊一字〒

貢仙会計長期借入金返露圏
'一・ローーマァ.。ー‐‐．‐‐‐

他４子 の
■‐－

寺出計（B）

一一一

・1．損益勘定留
－

２利益剰余金処分額

伺 繰 繊 工事資金

４．そ の 他

計（D）

(a）

資金

助金

ミ資金

力金

18年度(実績）

1,056

1３４

０

０

０

０

０

1,190

０

０

1,190

1,220

1１９

０

０

1,339

1４９

1４７

０

０

１４

19年度(実績）

３９７

1５４

０

０

０

０

０

551

０

０

551

458

225

０

０

683

1３２

1３２

０

1３

20年度(実績〉

323

1４６

０

０

０

０

０

469

０

０

469

336

242

０

０

578

1０９

1０８

０

1０

)’

21年度(見込）

9７

1５８

０

０

０

０

０

255

０

255

1０１

270

０

０

371

1１６

1１６

０

０

1１

22年度

Ｉ
1２０

1７７

０

０

０

０

２９７
－－－

０

２９７

1５０

280

０

０

430

1３３

1３３

０

０

０

1３

’

｜‐

_竺皇」
｡ー当

＝~再三ロ

０
－

、餌

０
一

- 一一

－一

Ｌ〃0ｰ

Ｌ

１５０
－－＝

３６６
一’

－二

１７６

８Ｊ’

）
｜
《

．C

１７６
全

｜ －

一

収益的収支
●

資本的収支

合 計

18年度(実績）

(0）

316,000

(0）

133,500

(0）

449,500

19年度〈実統）

(0）

378,310

(0）

154,000

(0）

532,310

20年度(実俵）

(0）

389,781

(0）

146,000

(0）

535,781

21年度(見込）

(0）

403,000

(0）

158,000

(0）

561,000

22年度

(0）

403,000

(0）

177,245

(0）

580,245

２３年度
一

(0）

（0）

220,094

（0）

623,094’
一

団体名
(病院名）

横須賀市
(横須賀市立うわまち病院）－



(単位件）

、

⑧角

資料９

市民病院の救急、小児、周産期及び緩和医療の実施状況について

１救急医療について

救急患者取扱状況（年度別）

■

２小児医療について（ドｳﾀー s冬は全註藍取）
小児科入院外来患者数 (単位人）

３周産期医療について(蛎鋤(しド>ﾂーが聯jb）
（１）分娩件数 （単位件）

区分

入院

外来

合計

１９年度

患
数

延
者

1２，９０８

1６，５２６

２９’４３４

１日

平均

３５．３

６１．２

２０年度

延患

者数

1０，６１７

1５，２８４

2５，９０１

１日

平均

２９．１

６１．４

２１年度

延患

者数

８，３６１

１３，０５３

２１，４１４

１日

平均

２２．９

５３．９

２２年度

(１２月まで）

患
数

延
者

４，１３１

3，６８１

７，８１２

１日

平均

０

１６．６

分娩件数

月平均

１９年度

４５４

3７．８

２０年度

４９８

４１．５

２１年度

４３１

3５．９

２２年度

(１０月まで）

1６８

2４．０

･区分

救急患者数

一日平均

月平均

１９年度

１１，３９７

３１．２

９５０

２０年度

1１，０４０

3０．２

9２０

２１年度

９，５６３

２６．２

７９７

２２年度

(１２月まで）

6，７１５

2４．３

7４６



（３）ＮＩＣＵ利用状況（年度別）珠

ご
》

（２）母体救急搬送受入数 (単位人）

DＰ

(単位人）

（４）ＮＩＣＵ利用状況（施設基準平成２２年６月取得後）

ＮＩＣＵ患者数（単位人）

区分

(2)の妊婦が出

産した新生児

他の施設から受

入れた新生児

計

月平均

１９年度

３０

１

3１

２．６

２０年度

３７

１

３８

３．２

２１年度

２８

１

２９

２．４

２２年度

(１０月まで）

1６

９

２５

３．６

実患者数

６月

９

７月

８

８月

６

９月

７

1０月

１０

1１月

３

1２月

４

患者搬送元

市内施設

市外施設

計

月平均

１９年度

1８

４０

5８

４．８

２０年度

１２

5３

6５

５．４

２１年度

1２

3４

４６

３．８

２２年度

(１ｏ月まで）

３

１４

１７

２．４



４

資料９－②

緩和医療について

（１）平成２１年９月に、個室の緩和ケア病床を２床設置した。

（２）緩和ケアチームの構成員（15名）→も糾鳶靖氏士、、く

①医師（がん治療を行う診療科）

外科、婦人科、放射線科

②医師（痛みや苦痛を取り除く診療科）

麻酔科、精神科

③看護師（認定看護師等）

緩和ケア認定、がん性嬉痛看護認定、

在宅訪問看護師

④薬剤師（がん薬物療法認定）

⑤セラピスト、パストラルカウンセラー

がん化学療法認定


